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【広島県人事行政の運営の状況】

１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用状況（平成30年４月２日～平成31年４月１日） （単位：人）

行政職 149 1 23 4 32 16 11 236

研究職 6 6

医療職 119 119

技能労務職

教育職 629 1 19 51 700

警察職 100 51 8 159

合計 784 1 23 100 51 5 51 75 130 1,220

※　退職派遣後の採用，再任用職員，育休任期付職員及び臨時的任用職員を除いています。

（２）職員の退職状況（平成30年４月１日～平成31年３月31日） （単位：人）

行政職 194 42 34 1 1 5 277

研究職 7 1 8

医療職 27 8 101 1 137

技能労務職

教育職 529 125 207 2 5 868

警察職 89 8 74 5 176

合計 846 184 416 1 3 1 15 1,466

※　退職派遣者，再任用後の離職者，育休任期付職員及び臨時的任用職員を除いています。

           区分

 職種
勧奨退職 懲戒免職定年退職

応募認
定退職

合　　計

警察官
Ａ

失職普通退職 分限免職 死亡退職

           区分

 職種
大卒程度

短大卒
程度

高卒程度 合計
警察官

Ｂ

身体障
害者対

象
割愛

その他
選考

社会人等
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（３）　職員数の状況

　①　部門別職員数の状況と主な増減理由
　　　　　　　（各年４月１日現在）

対前年

平成30年 令和元年 増減数

議　会 40 40 0

普 総務企画 623 629 6

一 税　務 308 312 4

通 般 民　生 317 328 11

行 衛　生 625 623 △ 2

会 政 労　働 135 140 5

部 農林水産 883 896 13

計 門 商　工 300 318 18

土　木 1,074 1,099 25

部 計 4,305 4,385 80

14,007 13,970 △ 37

門 5,742 5,737 △ 5

24,054 24,092 38

1,324 1,312 △ 12

64 69 5

92 98 6

1,480 1,479 △ 1

25,534 25,571 37

（注）　職員数は，一般職に属する職員数であり，地方公務員の身分を保有する休職者，派遣職員などを含み，臨時及び　　

　　　非常勤職員を除いている。

　②　年齢別職員構成の状況（平成31年４月１日現在）

20歳未満 20～23歳 24～27歳 28～31歳 32～35歳 36～39歳 40～43歳 44～47歳 48～51歳 52～55歳 56～59歳 60歳～ 計
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

85 1,168 2,663 2,639 2,395 2,131 2,135 2,536 2,547 3,107 3,343 822 25,571

（参考：人口10万人当たり職員数901人）

医療提供体制の見直しによる減

平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興関連業務の増

流域下水道事業の移管に伴う増

平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興関連業務の増

（参考：人口10万人当たり職員数52人）

平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興関連業務の増

（参考：人口10万人当たり職員数154人）

児童・生徒数の変動等による減

 職　員　数

平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興関連業務の増

組織改編による増，児童福祉法改正への対応に伴う増

（参考：人口10万人当たり職員数849人）

主　な　増　減　理　由

防災体制強化に伴う増

　　　 　区　分
 部　門

教　育

警　察

小　計

会
計
部
門

公
営
企
業
等

病　院

水　道

職員数

その他

小　計

区分

合      計

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20歳未満 20～23歳 24～27歳 28～31歳 32～35歳 36～39歳 40～43歳 44～47歳 48～51歳 52～55歳 56～59歳 60歳～

構成比

５年前の構成比

（％）
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　③　職員数の推移

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

4,386 4,333 4,313 4,293 4,305 4,385 △ 1 (△ 0.0%)

19,153 19,145 19,161 14,109 14,007 13,970 △ 5,183 (△ 27.1%)

5,703 5,736 5,726 5,716 5,742 5,737 34 (0.6%)

29,242 29,214 29,200 24,118 24,054 24,092 △ 5,150 (△ 17.6%)

1,402 1,423 1,482 1,476 1,480 1,479 77 (5.5%)

30,644 30,637 30,682 25,594 25,534 25,571 △ 5,073 (△ 16.6%)

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

（注）２　合併した団体にあっては，合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

過去５年間の増減数（率）

消防

普通会計計

公営企業等会計計

総合計

　　　　　年　度
 部門別

一般行政部門

教育

警察
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２　職員の人事評価の状況
（１）知事部局

（２）教育委員会（事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員）

「勤務成績評価」（能力評価）及び「目標申告・成果評価」（実績評価）を２つの柱として評価を実
施する。
１　対象者
　　本庁，地方機関及び学校以外の教育機関に勤務する職員
２　評価者及び面談者
　　教育長，教育次長，部長，課・室長，地方機関の長，学校以外の教育機関の長等
３　実施方法
(1) 勤務成績評価
　まず，被評価者が評価区分ごとに設定された評価要素について自己申告を行う。これを踏ま
え，評価者が，評価要素について評価を行い，２～３月に実施する能力評価面談を通じて本人
へ評価結果を開示する。
(2) 目標申告・成果評価
　各職員は，職務・職責や役割に応じて，上司の目標を踏まえて４～９月までの上半期の目標を
設定する。これについて目標申告面談を所属長と行う。
　次に，職員は，９～10月に上半期の目標について自己評価を行うとともに，10～３月までの下
半期の目標を設定する。これについて，所属長は上半期の評価を行い，業績評価面談において
職員に開示する。
　そして，２～３月には下半期の目標について自己評価を行い，これについて所属長は評価を
行い，２～３月に行う業績評価面談において職員に開示する。
４　処遇への反映
　勤勉手当については，目標申告・成果評価の評価を基に，「特に優秀」又は「優秀」の該当者
を決定する。
　昇給については，勤務成績評価を基に，「極めて良好」又は「特に良好」の該当者を決定する。

目　　的

人事評価の内容

目　　的

職員一人一人の能力・実績・適性等を，日頃の仕事振りを通して，的確に把握することにより，
ア　能力の活用と人材の育成を視点とした適材適所の人事配置と任用管理
イ　職員のやる気と成果に応じた給与制度による職員個人の仕事へのインセンティブの付与
ウ　職員個人の能力をより効果的に引き出し，伸ばすことを可能とする研修・能力開発
に資することを目的として実施する。

人事評価の内容

「勤務成績評価」（能力評価）及び「目標申告・成果評価」（実績評価）を２つの柱として評価を実
施する。
１　被評価者
　　次に掲げる者以外の一般職の職員（以下｢職員｣という。）を対象とする。
　　ただし，再任用職員を含む。
　　ア 本庁局長級の職にある職員
　　イ 臨時的任用の職員
　　ウ 非常勤職員
　　エ 県から他の団体等に派遣している職員
　　オ その他知事が人事評価の実施を不適又は不必要と認める職員
２　評価者
　　評価者は，職務遂行について職員を管理監督している者とする。
３　実施方法
(1) 勤務成績評価
　まず，被評価者が評価区分ごとに設定された評価要素について自己申告を行う。これを踏ま
え，評価者が，評価要素について評価を行い，２～３月に実施する育成面談を通じて職員へ評
価結果を開示する。
(2) 目標申告・成果評価
　各職員は，自分の担当業務について，その目的や組織（上司）の目標等を参考に４～９月の目
標を設定し，これについて上司と目標申告面談を行う。
　次に，職員は，９～10月に上半期の目標について自己評価を行うとともに，10～３月の下半期
の目標を設定する。これについて，上司は上半期の評価を行い，育成面談において職員に開示
する。
　そして，２～３月には下半期の目標について自己評価を行い，これについて上司は評価を行
い，２～３月に行う育成面談において職員に開示する。
４　処遇への反映
　勤勉手当については，目標申告・成果評価の評価も基に，「特に優秀」又は「優秀」の該当者を
決定する。
　昇給については，勤務成績評価を基に，「極めて良好」又は「特に良好」の該当者を決定する。

人事評価を公正に行うことにより，勤務能率の増進，適職等への配置及び人材育成を図り，もっ
て適正な人事管理に資すること。
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（３）教育委員会（県立学校職員及び県費負担教職員）

（４）警察本部

目　　的
職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で勤務成績を評
価し，任用，給与，分限その他の人事管理の基礎とすることにより，能力及び実績に基づく人事
管理の徹底と，組織全体の士気高揚及び公務能率の向上を図る。

人事評価の内容

①　被評価者
　　 次に掲げる者以外の職員を対象とする。
 　ア　警視正以上の階級にある警察官
　 イ　臨時的任用職員
　 ウ　非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）
　 エ　その他警察本部長が人事評価の実施を不必要と認める職員
②　評価者等
　　 評価者は，日常，直接職員と接して，職員を掌握し，職務遂行について職員を管理監督して
いる者とする。
③　評価期間
　　 ４月１日から翌年３月３１日までとする。
④　人事評価の構成
　　 人事評価は，能力評価（職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力に対する評価）及
び業績評価（職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績に対する評価）による。
　　 なお，詳細は広島県警察職員の人事評価に関する訓令による。
⑤　その他
　　 ①のア～エに掲げる職員その他必要に応じて，別途人事評価を実施する。

目　　的
職員がそれぞれの職務を遂行するに当たり，発揮した能力及び挙げた業績をそのプロセスを踏
まえ適正に評価し，適切に処遇することによって意欲の向上を図り，人材育成に資することを目
的とする。

人事評価の内容

「能力評価」（発揮した能力を把握）及び「業績評価」（挙げた業績をプロセスを踏まえて把握）を２
つの柱として評価を実施する。
１　対象者　　県立学校教職員及び県費負担教職員
２　評価者及び面談者　　教育長，校長，教頭，総括事務長，事務長等
３　実施方法
(1) 能力評価　一次評価者，二次評価者が，職種ごとに設定された評価項目を能力・実績・意欲
に分けられた評価要素によって評価を行い，総評を絶対評価で表し，１月～２月中旬に実施する
面談を通じて本人へ評語を開示する。
　二次評価者は，評価項目について，能力・実績・意欲の評価要素に基づき５段階の評点を付
け，その合計点から最終的に５段階の評語（Ｓ～Ｄ）を決定する。
(2) 業績評価　各教職員は，職務・職責や役割に応じて，４月から翌年３月までの１年間の目標を
設定し，自己評価を行い，校長等が指導・助言及び評価を行う。
　自己目標は，組織目標を踏まえて自己申告（業績評価）書に記入し，校長等との面談を通じて
追加・修正を行い設定する。
　校長等は，教職員について授業観察や職務遂行状況の把握を適切に行い，必要な指導・助言
を行う。
　各教職員は，年度の中間期に上半期自己評価を行い，校長等が面談の上で，指導・助言及び
評価を行う。
　各教職員は，年度末に向けて，下半期自己評価を行い，職員から最終的に申告された自己申
告（業績評価）書により，校長等が面談の上で評価を行う。
　（業績評価の実施期間）
　　上半期：４月１日～９月30日，下半期：10月１日～３月31日
４　処遇への反映
　勤勉手当については，年２回の判定期間における，プロセスを踏まえた業績を評価し，「特に優
秀」又は「優秀」の該当者を決定する。
　昇給については，判定期間における，能力評価及び業績評価を総合的に評価し，「極めて良
好」又は「特に良好」の該当者を決定する。
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３ 職員の給与の状況 

 

 県職員の給与は，「職員の給与に関する条例」などの関係諸規程に基づいて，基本給としての給料と，

扶養手当，住居手当，通勤手当などの諸手当が支給されています。 

 この給与は，県内民間給与の実態や物価，生計費などの調査結果に基づいて行われる県人事委員会の

「職員の給与等に関する報告及び勧告」や国及び他の地方公共団体との均衡などを考慮しながら，県民

の代表機関である県議会において慎重に審議され，決定されます。 

 県職員の給与及び定員管理などの実態は，次のとおりです。 

 

 

（１）総括 

 

① 人件費の状況（普通会計決算） 

平成 30 年度の決算（普通会計）における人件費の額は，約 2,417 億円で歳出総額に占める割合は

26.8 パーセントとなっています。人件費には，職員に支払われた給与，退職した職員に対する退職手

当，県議会議員・知事などの特別職に支払われた報酬などのほか，地方公務員共済組合負担金や地方

公務員災害補償費などが含まれています。 

なお，この人件費を目的別に見ると，教育関係 59.6 パーセント，警察関係 21.4 パーセント，一

般行政関係 19.0 パーセントとなっています。教育関係の割合が高いのは，県立学校のほかに，広

島市を除く，市町立小・中学校職員の給与も県が負担しているからです。 

 

区 分 

住 民 基 本 

台 帳 人 口 

(31.1.1) 

 

歳 出 額 

    Ａ 

実 質 収 支 

 

人 件 費 

    Ｂ 

 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

(参考) 

平成29年度 

の人件費率 

平成30年度 

人 

2,838,632 

 

千円 

900,876,841 

千円 

4,893,178 

 

千円 

241,728,405 

％ 

26.8 

％ 

27.1 
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歳 出 総 額 に 占 め る 人 件 費 の 割 合 

(平成 30 年度普通会計決算) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

② 職員給与費の状況（普通会計決算） 

平成 30 年度決算（普通会計）における給料，職員手当（扶養手当，住居手当，通勤手当など）

及び期末・勤勉手当の給与の総額は約 1,733 億円で，職員１人当たりの額は約 721 万円となってい

ます。 

 

区 分 
職員数 
  Ａ 

給 与 費 １人当たり 
給与費 
  Ｂ/Ａ 

  

給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

平成30年度 

人 

24,054 

 

千円 

104,445,971 

千円 

24,978,862 

 

千円 

43,885,223 

 

千円 

173,310,056 

千円 

7,205 

 

 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は平成 30年４月１日現在の人数である。 

３ 給与費については，任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま

れており，職員数には当該職員を含んでいない。 

 

  

歳出総額 

9,008 億 

7,684 万円 

部門別 

人件費 

2,417 億 2,841 万円 

26.8％ 

 
教育関係 

1,441 億 7,769 万円 

59.6％ 

 
警察関係 

516 億 7,438 万円 

21.4％ 

 
一般行政関係 

458 億 7,634 万円 

19.0％ 

 

知事部局等 

463 億 8,508 万円 

19.2％ 

 

警察本部 

515 億 7,781 万円 

21.3％ 

 

目的別 

教育委員会 

1,437 億 6,551 万円 

59.5％ 
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③ ラスパイレス指数の状況 

   

（注）１ ラスパイレス指数とは，全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較す

るため，国の職員数（構成）を用いて，学歴や経験年数の差による影響を補正し，国の行

政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイ

レス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比

較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に

基づく地域手当支給率）により算出） 

 

※ 平成 28 年から平成 30 年の４月１日のラスパイレス指数が，100 を超えていることについ

ての，理由及び改善の見込み 

給与制度の総合的見直しに伴う現給保障を廃止していないこと（R2.3.31 で廃止予

定），本県と国とでは学歴別・経験年数別の職員構成比率が異なること等から，ラス

パイレス指数が 100 を超えている。 

給与水準については，地域の民間給与水準との均衡を図るために行われた人事委員

会勧告を尊重して決定しており，今後とも人事委員会勧告を尊重しつつ，適切な給与

水準となるよう努める。 

 

④ 給与改定の状況 

ア 月例給 

区 分 

人 事 委 員 会 の 勧 告 

 

 

 民間給与 
   Ａ 

職員給与 
   Ｂ 

較差 
Ａ－Ｂ 

勧告 
（改定率） 

令和元年度 
円 

388,989 
円 

388,677 
円 
312 

（0.08％）

％ 
0.08 

  

  

 

 

 

 

 

H30.4.1

100.4

（100.2）
Ｈ30.4.1

100.1

H27.4.1

99.8

（98.4） H27.4.1

99.7

H28.4.1

100.6

（100.0） H28.4.1

100.3

H29.4.1

100.5

（100.2） H29.4.1

100.2

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

広島県 都道府県平均



- 9 - 

 

イ 特別給（期末・勤勉手当） 

区 分 
人 事 委 員 会 の 勧 告 

 

 

 民間の支給 
割合  Ａ 

職員の支給 
月数  Ｂ 

較差 
Ａ－Ｂ 

勧告 
（改定月数）

令和元年度 
月 

4.50 
月 

4.45 
月 

0.05 
月 

0.05 
  

 

⑤ 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては，俸給表の水準の平均２％の引

下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

   

ア 給料表の見直し 

（給料表の改定実施時期）平成 27 年４月１日 

（内容）医療職給料表（一）を除く給料表について，国の見直し内容に準じて引

下げ。給料表の改定に伴い，給料月額の下がる職員については，５年間（令和２

年３月 31 日まで）の経過措置（現給保障）を実施。 

 

イ 地域手当の見直し 

（支給割合） 

 
平成 26 年度

の支給割合

平成 27 年度の支給割合 平成 28 年度 

の支給割合 

平成 29 年度 

の支給割合 

平成 30 年度 

の支給割合 

令和元年度 

の支給割合 4 月 1日時点 遡及改定後 

国基準による支給割合        

 広島市 10 10 10 10 10 10 10 

府中町 3 4 4 6 6 6 6 

廿日市市,海田町,坂町 3 3 3 3 3 3 3 

三原市,東広島市 0 1 1 3 3 3 3 

上記以外 0 0 0 0 0 0 0 

広島県の支給割合        

 広島市,府中町 6 6 6.79 7.04 7.2 7.3 7.4 

上記以外 3 3 3.79 4.04 4.2 4.3 4.4 

（実施時期） 

 平成 27 年度の給与改定により，平成 27 年４月１日から見直しを実施。令和２

年４月１日の制度完成時まで段階的に支給割合を引き上げることとし，上記のと

おり支給している。 

 

ウ その他の見直し内容 

単身赴任手当及び管理職特別勤務手当について，国と同様に見直しを実施。（平

成 27 年４月１日実施） 
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（２）職員の平均給与月額，初任給等の状況 

 

① 職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 31 年４月１日現在） 

職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額を比較すると，次のとおりです。 

 

ア 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

広島県 44.1歳 336,108円 417,893円 378,969円 

国 43.4歳 329,433円 － 411,123円 

 

イ 高等学校教育職  

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

広島県 45.2歳 373,541円 439,970円 411,923円 

 

ウ 小・中学校教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

広島県 42.3歳 351,010円 405,842円 386,782円 

 

エ 警察職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

広島県 38.6歳 324,168円 430,509円 363,982円 

国 41.4歳 318,875円 － 376,765円 

 

  （注）１ 「平均給料月額」とは，平成 31 年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平

均である。なお，職種区分については，地方公務員給与実態調査要領によるものであり，

一般行政職とは行政職給料表が適用される職員のうち，国における税務職俸給表の適用を

受けるものに相当する職員（各県税事務所職員）などを除いたものである。（以下，他の

公表項目についても同じ。） 

２ 「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時

間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したものであり，地方公務員給与実態調査に

おいて明らかにされているものである。 

       また，「平均給与月額（国比較ベース）」は，比較のため，国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 
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② 職員の初任給の状況（平成 31 年４月１日現在） 

県職員採用試験に合格し，採用された職員の初任給を国の初任給と比較すると次のとおりです。 

 

区 分 広 島 県 国 

一般行政職 
大 学 卒 188,800円 180,700円 

高 校 卒 155,100円 148,600円 

高 等 学 校 

教 育 職 

大 学 卒 210,900円 － 

高 校 卒 166,300円 － 

小・中学校 

教 育 職 

大 学 卒 210,900円 － 

高 校 卒 166,300円 － 

警 察 職 
大 学 卒 208,700円 209,700円 

高 校 卒 176,700円 171,200円 

 

③ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 31 年４月１日現在） 

職員として採用され，引き続き勤務している職員の 10 年，20 年，25 年，30 年経過後の平均給

料月額は，次のとおりです。 

 

区  分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 
大 学 卒 275,457円 359,080円 385,697円 402,202円 

高 校 卒 247,100円 316,482円 349,972円 383,134円 

高 等 学 校 

教 育 職 
大 学 卒 308,180円 392,357円 417,370円 431,038円 

小・中学校 

教 育 職 
大 学 卒 311,416円 387,805円 409,017円 420,712円 

警 察 職 
大 学 卒 279,027円 380,408円 406,116円 416,872円 

高 校 卒 255,696円 341,523円 388,048円 397,369円 
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（３）一般行政職の級別職員数等の状況 

 

① 一般行政職の級別職員数の状況（平成 31 年４月１日現在） 

職員は，その職種に応じて適用される給料表が異なり,それぞれの給料表において，その職務と  

責任に応じて格付される級が決定されます。一般行政職員の多くに適用される行政職給料表の場合，

それぞれの標準的な職務内容，職員数及びその構成比は次のとおりです。 

 

 

 （注）１ 広島県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1級 18.7% 1級 17.2%

1級 6.6%

2級 14.1%
2級 13.0%

2級 5.4%

3級 49.4% 3級 52.5%

3級 15.9%

4級 12.1% 4級 11.8%

4級 33.3%

5級 4.3% 5級 4.2%

5級 22.9%

6級 1.2% 6級 1.1%

6級 10.9%

7級 0.2% 7級 0.2%

7級 3.7% 8級 1.1%

9級 0.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和元年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
1号給の 
給料月額 

最高号給の 
給料月額 

7級 局長 13人 0.2％ 509,300円 527,300円 

6級 部長 61人 1.2％ 461,300円 479,300円 

5級 課長 225人 4.3％ 435,300円 453,300円 

4級 参事 638人 12.1％ 319,300円 410,300円 

3級 主査 2,596人 49.4％ 265,500円 389,600円 

2級 主任 739人 14.1％ 231,600円 350,100円 

1級 主事 981人 18.7％ 146,200円 278,200円 



 

② 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（

 
 

③ 昇給への人事評価の活用状況（広島県）

平成 30

イ 人事評価を活用している

 

活用している昇給区分

上位，標準，下位の区分

上位，標準の区分

標準，下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ 人事評価を活用していない
 

国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（

昇給への人事評価の活用状況（広島県）

30 年４月２日から

までにおける運用

人事評価を活用している

活用している昇給区分

上位，標準，下位の区分

上位，標準の区分

標準，下位の区分

標準の区分のみ（一律）

人事評価を活用していない

国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（

昇給への人事評価の活用状況（広島県）

日から平成 31

までにおける運用

人事評価を活用している

活用している昇給区分

上位，標準，下位の区分

上位，標準の区分 

標準，下位の区分 

標準の区分のみ（一律）

人事評価を活用していない

国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（

昇給への人事評価の活用状況（広島県）

31 年４月１日

までにおける運用 

人事評価を活用している 

活用している昇給区分 

上位，標準，下位の区分 

標準の区分のみ（一律） 

人事評価を活用していない 
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国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成

昇給への人事評価の活用状況（広島県） 

日 
管理職員

昇給可能

な区分

○ 

 

 

 

平成 31 年４月１日現在

管理職員 

○ 

昇給可能 

な区分 

昇給実績が

ある区分

  

○ 

 

 

 

年４月１日現在） 

昇給実績が 

ある区分 

昇給可能

な区分

 ○

  

  

  

） 

一般職員 

○ 

昇給可能 

な区分 

昇給実績が

ある区分

○ 

 ○

 

 

 

 

 

昇給実績が 

ある区分 

 

○ 
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（４）職員の手当の状況 

 

① 期末手当・勤勉手当 

職員には，年間に給料などの 4.45 月分に相当する期末・勤勉手当（民間事業所で支払われる賞

与などの特別給に相当するもの）が支給されています。 

広 島 県 国 

１人当たり平均支給額（平成30年度） 

1,679千円 
－ 

（平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合） 
期末手当 

2.60月分 

（1.45月分） 

勤勉手当 

1.85月分 

（0.90月分） 

期末手当 

2.60月分 

（1.45月分） 

勤勉手当 

1.85月分 

（0.90月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役 職 加 算    5～20％ 

・管理職加算    5～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役 職 加 算    5～20％ 

・管理職加算   10～25％ 

 （注）( )内は，再任用職員に係る支給割合である。 

 

  ○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（広島県） 

平成 30 年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している成績率 
支給可能 

な成績率 

支給実績が 

ある成績率 

支給可能 

な成績率 

支給実績が 

ある成績率 

上位，標準，下位の成績率 ○  ○  

上位，標準の成績率  ○  ○ 

標準，下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ 人事評価を活用していない   

 

② 退職手当（平成 31 年４月１日現在） 

職員が退職した場合は，給料に退職事由及び勤続年数に応じた支給率を乗じるなどして得た額の

退職手当が支給されます。 

広 島 県 国 

（支給率） 自己都合 応募認定退職・定年 （支給率） 自己都合 応募認定退職・定年 

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分 

その他の加算措置 その他の加算措置 

 定年前早期退職特別措置 2％～45％加算  定年前早期退職特別措置 2％～45％加算 

 （退職時特別昇給 公務のための死亡又は著しい身体障害 8号）  

１人当たり平均支給額  

 （自己都合） （応募認定退職・定年）  

 2,227千円 22,075千円  

  （注）退職手当の１人当たり平均支給額は，平成 30 年度に退職した職員に支給された平均額である。 
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③ 地域手当（平成 31 年４月１日現在） 

地域手当は，当該地域における民間の賃金水準を基礎とし，当該地域における物価等を考慮して，

次のとおり支給されています。 

支給実績（平成30年度決算） 5,685,427千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 216,712円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度(支給率) 

広島市 7.4 ％ 3,080 人 10 ％ 

府中町 7.4 ％ 10 人 6 ％ 

海田町 4.4 ％ 32 人 3 ％ 

廿日市市 4.4 ％ 135 人 3 ％ 

坂町 4.4 ％ 24 人 3 ％ 

呉市 4.4 ％ 247 人 0 ％ 

三原市 4.4 ％ 149 人 3 ％ 

尾道市 4.4 ％ 165 人 0 ％ 

福山市 4.4 ％ 514 人 0 ％ 

東広島市 4.4 ％ 352 人 3 ％ 

竹原市 4.4 ％ 25 人 0 ％ 

府中市 4.4 ％ 30 人 0 ％ 

三次市 4.4 ％ 179 人 0 ％ 

庄原市 4.4 ％ 178 人 0 ％ 

大竹市 4.4 ％ 20 人 0 ％ 

安芸高田市 4.4 ％ 23 人 0 ％ 

江田島市 4.4 ％ 15 人 0 ％ 

熊野町 4.4 ％ 10 人 0 ％ 

安芸太田町 4.4 ％ 58 人 0 ％ 

北広島町 4.4 ％ 17 人 0 ％ 

大崎上島町 4.4 ％ 13 人 0 ％ 

世羅町 4.4 ％ 18 人 0 ％ 

神石高原町 4.4 ％ 10 人 0 ％ 

東京都（特別区） 19.8 ％ 26 人 20 ％ 

大阪府（大阪市） 16 ％ 4 人 16 ％ 

宮城県（仙台市） 6 ％ 2 人 6 ％ 

三重県（津市） 6 ％ 1 人 6 ％ 

岡山県（岡山市） 3 ％ 1 人 3 ％ 

上記以外の市町 ― 7 人 ― 

平均支給率 6.22 ％ ― 6.28 ％ 

地域手当補正後ラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

100.2 

（100.4） 

（注）１ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は，支給対象職員に対し国の率で 

支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。 

２ 地域手当補正後ラスパイレス指数とは，地域手当を加味した地域における

国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため，地域手当の支給率を用

いて補正したラスパイレス指数 

 【補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／

（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出】 
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④ 特殊勤務手当（平成 31 年４月１日現在） 

著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務に従事する職員には,その勤

務の特殊性に応じて特殊勤務手当が支給されています。 

 支給実績（平成30年度決算） 1,473,613千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 93,332円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 60.8％ 

 手当の種類（手当数） 39種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（30年度決算） 
左記職員に対する 

支給単価 

税務職員の特殊勤務

手当 

県税賦課徴収事務従事職

員 

県税の賦課徴収に関する事

務に従事したとき 
52,418千円 

常時従事者  

15,300円/月 

それ以外の従事者 

550円/日 

防疫等作業従事職員

の特殊勤務手当 
防疫等作業従事職員 

感染症に係る作業又は家畜

伝染病に係る作業に従事し

たとき 

176千円 最高 760円/日 

教育職員の特殊勤務

手当 
公立学校の教諭等 

昼間制課程勤務本務者等が

夜間制課程の勤務等に従事

したとき 

0千円 最高 1,110円/時間 

種雄牛馬等取扱作業

従事職員の特殊勤務

手当 

畜産技術センター等に勤

務する職員 

種雄牛馬豚の交配等に係る

作業又は削蹄作業に従事し

たとき 

12千円 230円/日 

社会福祉業務等従事

職員の特殊勤務手当 

厚生環境事務所等に勤務

する職員 

福祉又は精神保健に関する

業務に従事したとき 
17,430千円 10,700円/月 

警察職員の特殊勤務

手当 
警察職員 

留置施設看守作業，捜査作

業等に従事したとき 
457,025千円 最高 4,600円/日 

放射線取扱作業従事

職員の特殊勤務手当 
人事課に勤務する職員 

放射線照射作業等に従事し

たとき 
0千円 230円/日 等 

精神保健福祉業務従

事職員の特殊勤務手

当 

精神保健指定医である職

員及び一般職員 

精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律に基づき，

診察，調査，指導等を行っ

たとき 

115千円 290円/日 

職業訓練事業従事職

員の特殊勤務手当 

職業能力開発校等に勤務

する職業訓練指導員 
職業訓練に従事したとき 15,531千円 給料月額の6％ 

爆発物取扱作業従事

職員の特殊勤務手当 

火薬類の製造施設等の立

入検査等に従事する職員 

爆発物取扱作業に従事した

とき 
116千円 

 250円/日 

5,200円/件 

（爆発物の確認，運搬

等） 

高所作業従事職員の

特殊勤務手当 
高所作業従事職員 

工事現場における高所で建

設，改修工事の監督，検査

に従事したとき 

6千円 最高 320円/日 

深所作業従事職員の

特殊勤務手当 
深所作業従事職員 

河川等での工事において深

所で工事の監督，検査に従

事したとき 

0千円 最高 220円/日 

坑内作業従事職員の

特殊勤務手当 
坑内作業従事職員 

トンネル掘り工事におい

て，トンネル坑内で工事の

監督，検査に従事したとき 

8千円 最高 560円/日 

特殊自動車運転業務

従事職員の特殊勤務

手当 

特殊自動車を運転する業

務に従事した職員 

ブルドーザ等を道路の建設

又は道路交通の維持等のた

めに運転したとき 

18千円 最高 260円/日 

農業者研修教育業務

従事職員の特殊勤務

手当 

農業技術大学校に勤務す

る職員 

農業に関する実習指導業務

に従事したとき 
3,585千円 給料月額の6％ 
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（30年度決算） 

左記職員に対する 

支給単価 

夜間定時制高等学校

等勤務職員の特殊勤

務手当 

夜間定時制高等学校等勤

務事務職員等 

夜間定時制高等学校等を本

務とする業務に従事したと

き 

1,135千円 4,300円/月 

有害有毒物取扱作業

従事職員の特殊勤務

手当 

試験研究機関等に勤務す

る職員 

特定の毒物を使用して行う

作業に従事したとき 
218千円 最高 290円/日 

衛生検査業務従事職

員の特殊勤務手当 
保健所等に勤務する職員 

微生物学的検査，血清学的

検査等に従事したとき 
17千円 230円/日 

家畜保健衛生業務従

事職員の特殊勤務手

当 

家畜保健衛生所に勤務す

る獣医師 

家畜の保健衛生上必要な試

験・検査の業務等に従事し

たとき 

9,504千円 18,000円/月 

夜間特殊業務従事職

員の特殊勤務手当 

警察本部，警察署等に勤

務する職員 

交替制勤務等に従事する職

員が警ら等に従事したとき 
181,900千円 最高 1,100円/日 

消防訓練業務従事職

員の特殊勤務手当 
消防学校に勤務する職員 

教育訓練基準に定める教育

訓練に従事したとき 
1千円 720円/日 

用地取得等折衝業務

従事職員の特殊勤務

手当 

土木局等に勤務する職員 
用地取得等のための折衝業

務に従事したとき 
1,394千円 650円/日 

教員特殊業務従事職

員の特殊勤務手当 
公立学校の教諭等 

児童・生徒の緊急の補導業

務等に従事したとき 
549,686千円 

最高 6,400円/日 

（特例 12,800円/

日） 

航空業務従事職員の

特殊勤務手当 
航空機操縦等従事職員 

航空機の操縦，整備等の業

務に従事したとき 

航空機に搭乗して行う災害

時における警戒等の業務に

従事したとき 

6,906千円 

最高 5,100円/時間 

 

最高 1,900円/時間 

 

 

公害防止業務従事職

員の特殊勤務手当 

環境県民局等に勤務する

職員 

大気汚染防止法による事故

現場における測定業務等に

従事したとき 

17千円 240円/日 

漁業取締業務従事職

員の特殊勤務手当 
漁業取締業務従事職員 

海上で違法の疑いのある船

舶に対する漁具の検査等の

業務に従事したとき 

26千円 500円/日 

道路上作業従事職員

の特殊勤務手当 

建設事務所に勤務する職

員 

交通を遮断することなく行

う道路の維持修繕の作業等

に従事したとき 

0千円 最高 300円/日 

異常気圧内作業従事

職員の特殊勤務手当 

圧搾空気内工事監督等従

事職員 

圧搾空気内で行う工事の監

督又は検査に従事したとき 
0千円 最高 1,000円/時間 

広島学園勤務職員の

特殊勤務手当 

広島学園副園長，総務課

職員 

広島学園における業務に従

事したとき 
245千円 4,300円/月 

特別支援学校勤務職

員の特殊勤務手当 

特別支援学校に勤務する

事務職員等 

特別支援学校における業務

に従事したとき 
3,767千円 4,300円/月 

看護師等養成業務従

事職員の特殊勤務手

当 

看護専門学校に勤務する

職員 

看護師等の養成指導に従事

したとき 
8,339千円 給料月額の8％ 

温室内作業従事職員

の特殊勤務手当 

農業技術センター等に勤

務する職員 

ビニールハウス又はガラス

ハウス内で６～９月に作業

に従事したとき 

18千円 230円/日 

畜産作業従事職員の

特殊勤務手当 

畜産技術センター等に勤

務する職員 

家畜の糞尿等を取り扱う作

業に従事したとき 
3千円 160円/日 
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（30年度決算） 

左記職員に対する 

支給単価 

教育業務連絡指導担

当職員の特殊勤務手

当 

公立学校で連絡調整，指

導助言業務等を担当する

主任等 

教育に関する業務について

の連絡調整及び指導助言の

職務を担当し，その職務が

困難であるとして人事委員

会規則で定めるものが当該

業務に従事したとき 

127,412千円 200円/日 

動物愛護センター勤

務職員の特殊勤務手

当 

動物愛護センターに勤務

する職員 

動物愛護センターにおける

業務に従事したとき 
3,036千円 

給料月額の3％又は 

10％ 

災害応急作業等従事

職員の特殊勤務手当 
災害応急作業等従事職員 

災害発生のおそれがある堤

防等での巡回監視等の業務

に従事したとき 

26,889千円 

最高 1,680円/日 

（特例 13,300円/

日） 

麻薬取締業務従事職

員の特殊勤務手当 
麻薬取締員 

麻薬取締業務に従事したと

き 
16千円 550円/日 

多学年学級担当手当 
多学年学級を担当する職

員 

多学年学級を担当する職員

が当該学級における授業，

指導に従事したとき 

6,644千円 最高 350円/日 

夜間学級担当手当 

夜間学級を置く中学校の

うち本務として当該中学

校の校長等の職にある者，

夜間学級における教育に

従事する教諭等 

市町立の中学校で，夜間学

級の業務に従事したとき 
0千円 

給料月額の4％又は

6％ 

（注） 特殊勤務手当については，平成 11 年に大幅な見直しを行い，平成 12 年４月１日付けで自動車運

転作業従事職員の特殊勤務手当など７手当を廃止，麻薬取締業務従事職員の特殊勤務手当など２手

当を新設し，税務職員の特殊勤務手当など 16 手当の手当額を改定した。また，平成 14 年４月１日

付けで洗濯作業従事職員の特殊勤務手当，平成 19 年４月１日付けでダム管理事務所職員の特殊勤務

手当など２手当を廃止するなど改定した。 

 

⑤ 時間外勤務手当 

正規の勤務時間以外に勤務した職員には，時間外勤務手当が支給されています。 

 支給実績（平成30年度決算） 4,945,095千円  

 職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 446千円  

 支給実績（平成29年度決算） 4,042,428千円  

 職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 367千円  

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（平成 30年度決算）」と同

じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対

象とはならない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含む。 
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⑥ その他の手当（平成 31 年４月１日現在） 

支給要件に応じ，次のとおり各種手当が支給されています。 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 
国の制度 
との異同 

国の制度と 
異なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり
平均支給年額 
（平成30年度決算） 

扶養手当 

○扶養親族のある職員に支給。 
[特定管理職員以外の職員] 

異なる 

国の制度 

特定管理職員に

対する措置を行

っていない 

2,659,600千円 240,079円 

・配 偶 者 6,500 円  

・子 10,000 円  

・その他 6,500 円  

 

[行政職以外の本庁部長級職員及び 

本庁局長級職員] 

・配 偶 者 3,500 円  

・その他 3,500 円  

 
[特定管理職員] 

 
 

・第３子以降の子 6,500 円  

   
[共通] 
・満 15 歳に達する日後の最初の４月

１日から満 22 歳に達する日以後の
最初の３月31日までの子 

 5,000 円加算  

 
 
 

住居手当 

○月額 12,000 円を超える家賃を支
払っている職員に支給。 

(1)家賃 23,000 円以下の場合 
家賃の月額－12,000 円 

(2)家賃 23,000 円を超える場合 
11,000円＋(家賃の月額－23,000円) 

×1/2 
(最高限度額 27,000 円) 

異なる 

国の制度 

特定管理職員に

対する措置を行

っていない 

1,644,389千円 270,949円 ○単身赴任手当を支給されている職
員で，留守家族の月額 12,000 円
を超える家賃を負担している者に
支給。 

・上記により算出した額の 1/2 
(最高 13,500 円) 

○特定管理職員には，支給しない。 

通勤手当 

○通勤のため，交通機関等を利用し
ている職員又は自動車等を利用し
ている職員に支給。 

・交通機関 
98,000 円以下の場合 
運賃相当額 

98,000 円超の場合 
98,000 円＋98,000 円を 

超える額×1/2 
・交通用具 

自動車 通勤距離に応じ 
2,000 円～55,100 円 

自転車等 通勤距離に応じ 
2,000 円～11,000 円 

〇駐車料金 

 パークアンドライドの利用に限

り，駐車料×1/2（上限 3,000

円） 

※支給限度額 98,000 円とは別 

異なる 

国の制度 

交通機関 55,000
円（55,000 円以
下の場合は運賃
相当額） 

特別急行列車又

は高速自動車国

道などを利用し

た場合 

特別料金× 1/2

加 算 

(最高 20,000 円) 

交通用具 

通勤距離に応じ 

2,000 円～ 

31,600 円 

3,537,687千円 153,014円 
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手当名 

 

内容及び支給単価 
国の制度 
との異同 

国の制度と 
異なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり
平均支給年額 
（平成30年度決算） 

単身赴任

手  当 

○人事異動によりやむを得ず単身赴

任をする職員に支給。 

・基礎額        30,000 円 

・ 職員の住居と配偶者の住居との交

通距離区分に応じ 

8,000 円～70,000 円の加算 

(最高 100,000 円) 

同じ ― 150,456千円 380,901円 

初 任 給 

調整手当 

○医学等に関する専門的知識を必要

とし，かつ採用困難な職に採用さ

れる職員に支給。 

・ 医療職給料表（一）の適用を受け

る職 

最高支給月額：368,800 円 

・ 医学又は歯学に関する専門的知識

を必要とする職 

最高支給月額：50,800 円 

・ 獣医学に関する専門的知識を必要

とする職 

最高支給月額：10,000 円 

※採用後 35 年以内の期間，採用か

らの経過年数に応じて減額。 

異なる 

国の制度 

獣医学に関する

専門知識を必要

とする職を対象

職としていない 

122,306千円 2,145,719円 

管 理 職 

手  当 

○管理又は監督の地位にある職のう

ち，その特殊性に基づき指定され

た職にある者に対し，給料表別，

職務の級別，区分別に応じ，定め

られた額を支給。 

(例) 

  本庁の局長    130,000 円 

 本庁の部長    110,000 円 

 本庁の課長    85,000 円 

異なる 

国の制度 

俸給表別，職務

の級別，俸給特

別調整額の区分

別に定められた

額を支給 

(例) 

本省の課長 130,300円 

本省の室長   94,000円 

府県単位機関の部長 

72,700円 

1,334,980千円 672,873円 

特地勤務

手  当 

○離島その他の生活の著しく不便な

地に所在する公署に勤務する職員

に支給。 

・ 給料月額と扶養手当の合計額に支

給割合を乗じて得た額を支給。 

３級地 6％  ２級地 4％ 

１級地 2％ 

特地勤務手当に準ずる手当 2％ 

異なる 

国の制度 

３級地  12％ 

２級地   8％ 

１級地   4％ 

特地勤務手当

に 

準ずる手当 

6～2％ 

3,333千円 66,660円 

へ き 地 

手  当 

○交通条件，自然条件等に恵まれな

い地域の小中学校等（へき地学校

等）に勤務する職員に支給。 

・ 給料及び扶養手当の合計額に支給

割合を乗じて得た額を支給。 

５級地   12％ 

４級地   10％  ３級地  8％ 

２級地    6％  １級地   4％ 

へき地手当に準ずる手当  2％ 

― ― 12,966千円 75,384円 

定 時 制 

通信教育 

手  当 

○定時制教育，通信教育の業務に従

事する教員等に支給。 

・ 給料月額の 6％ 

（管理職手当受給職員は 4％） 

― ― 62,520千円 252,097円 
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手当名 

 

内容及び支給単価 
国の制度 
との異同 

国の制度と 
異なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり
平均支給年額 
（平成30年度決算） 

産業教育 

手  当 

○農業・工業高校の実習を伴う農業

又は工業に関する科目を主として

担任する教員等に支給。 

・給料月額の 6％ 

（定時制通信教育手当受給職員は 4％） 

― ― 80,787千円 239,015円 

義務教育

等 教 員 

特別手当 

○小学校，中学校又は特別支援学校

の小学部若しくは中学部に勤務す 

る教育職員に支給。 

・職務の級及び号給に応じて，月額 

2,000 円～8,000 円 

― ― 875,597千円 60,570円 

宿 日 直 

手    当 

○宿日直勤務をした職員に支給。 

・ 勤務１回につき 4,400 円 

・ その他特殊な業務：7,400 円 

・恒常的な宿日直：月額 22,000 円 

異なる 

国の制度 

・勤務 1回につき 

4,400 円 

・その他特殊な業務 

7,400 円 

・恒常的な宿日直 

月額 22,000 円 

670,928千円 186,059円 

管理職員 

特別勤務 

手    当 

○管理職手当支給対象職員が平日深

夜，休日等に臨時又は緊急等の必

要によりやむを得ず勤務した時に

支給。 

・職員区分，勤務日，勤務時間に応じ 

     2,000 円～18,000 円/回 

異なる 

国の制度 

職員区分，勤務日，

勤務時間に応じ 

3,000 円 

～18,000 円／回 

41,441千円 104,123円 

夜間勤務

手  当 

○正規の勤務時間として午後 10 時

から翌日の午前５時までの間に勤

務した職員に支給。 

・勤務１時間当たりの給与額 

×25％×時間数 

同じ ― 443,650千円 103,439円 

休日勤務

手  当 

○休日等において，正規の勤務時間

中に勤務することを命ぜられた職

員に支給。 

・ 勤務１時間当たりの給与額 

×135％×時間数 

同じ ― 1,195,355千円 215,263円 

寒 冷 地 

手  当 

○平成 28 年度から廃止。平成 28 年

３月 31 日現在，支給を受けてい

る職員で，平成 28 年４月以降も

廃止前の規定による寒冷地手当の

支給を受けることとなる職員には

平成 33 年３月 31 日までの間，経

過措置額を支給。 

（平成 27 年度まで） 

○寒冷積雪の度合いの厳しい地域に

在勤し，かつ居住する職員に支

給。 

・世帯主である職員 

扶養親族のある職員 17,800 円 

その他の世帯主である職員 

10,200 円 

・その他職員      7,360 円 

異なる 

国の制度 

指定地域に係る居

住要件なし 

150千円 25,000円 
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（５）特別職の報酬等の状況（平成 31 年４月１日現在） 

知事，副知事，県議会議員には給料，報酬，期末手当，退職手当及び地域手当が次のとおり支給

されています。 

区  分 給 料 月 額 等 

給 

料 

知 事 1,389,000円  

副 知 事 1,091,000円  

報 

酬 

議 長 1,113,000円  

副 議 長 964,000円  

議 員 901,000円  

期
末
手
当 

知 事 

副 知 事 

（平成30年度支給割合） 

3.35月分 

議 長 

副 議 長 

議 員 

（平成30年度支給割合） 

3.35月分 

退
職
手
当 

 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期） 

知 事 給料月額1,389千円×在職月数×0.534 35,602,848円 任期毎 

副 知 事 給料月額1,091千円×在職月数×0.385 20,161,680円 任期毎 

地
域
手
当 

知 事 

副 知 事 
一般職の職員の例により支給される額 

(注)  退職手当の「１期の手当額」は，４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき，１期（４年＝

48 月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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（６）公営企業職員の状況 

 

① 広島県工業用水道事業 

ア 職員給与費の状況 

決算 

   平成 30 年度の決算における職員給与費の額は，約３億 700 万円で，総費用に占める割合は

9.4 パーセントとなっています。職員給与費には，職員に支払われた給料や手当，退職した職

員に対する退職手当などのほか，地方公務員共済組合負担金や地方公務員災害補償費などが

含まれています。 

区分 
 

総費用 
Ａ 

実質収支 
 

職員給与費 
Ｂ 

総費用に占める 
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 
平成 29年度の総費用に 
占める職員給与費比率 

平成30年度 

 千円 

3,253,237 

 

千円 

△256,024 

 

千円 

306,816 

 

％ 

9.4 

％ 

8.6 

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 23,564 千円を含まない。 

 

区 分 
職員数 
  Ａ 

給 与 費 一人当たり 
給与費 
  Ｂ/Ａ 

  

給 料 職員手当 期末・勤勉手当   計 Ｂ 

平成30年度 

人 

29 

 千円 

116,717 

 千円 

30,178 

 

 千円 

52,448 

 

 千円 

199,343 

 

 千円 

6,874 

 

 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は平成 31 年３月 31 日現在の人数である。 

 

イ 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成 30 年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

広 島 県        45.6 歳 371,990 円 
430,348 円 

（584,936 円） 

（注）１ 基本給とは，職員の給料，扶養手当及び地域手当の合算額の平均である。 

２ 平均月収額には，時間外勤務手当，通勤手当等の諸手当を含むものであり， 

（ ）内の金額は，期末・勤勉手当を含むものである。 

 

ウ 職員の手当の状況 

（ア）期末手当・勤勉手当 

広 島 県  

１人当たり平均支給額（平成30年度） 

1,809千円 

 

（平成30年度支給割合） 

期末手当 

2.60月分 

（1.45月分） 

勤勉手当 

1.85 月分 

（0.90 月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役 職 加 算    5～20％ 

・管理職加算    5～15％ 

   （注）( )内は，再任用職員に係る支給割合である。 
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（イ）退職手当（平成 31 年４月１日現在） 

広 島 県  

（支給率） 自己都合 応募認定退職・定年  

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特別措置 2％～45％加算 

 （退職時特別昇給 公務のための死亡又は著しい身体障害 8号） 

１人当たり平均支給額 18,981千円 

 （自己都合） 6,641千円 

 （応募認定退職・定年） 23,468千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は，平成 28～30 年度に退職した広島県工業用水道事業，

広島県土地造成事業及び広島県水道用水供給事業の職員に支給された平均額である。 

 

（ウ）地域手当（平成 31 年４月１日現在） 

支給実績（平成30年度決算） 8,872千円 

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 305,947円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

(支給率) 

広島市 7.4 ％ 28 人 7.4 ％ 

三原市 4.4 ％ 1 人 4.4 ％ 

（注）「支給実績」及び「支給職員１人当たり平均支給年額」は，平成 30 年度における地域手当の額。 

 

（エ）特殊勤務手当（平成 31 年４月１日現在） 

 支給実績（平成30年度決算） 20千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 4,074円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 17.2％ 

 手当の種類（手当数） 12種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（30年度決算）

左記職員に対する 

支給単価 

高所作業手当 
水道事務所に勤務

する職員 

地上又は水面上 10 メー

トル以上の足場の不安定な

箇所で作業に従事したもの 

0 千円 最高 320 円/日 

深所作業手当 
水道事務所に勤務

する職員 

水面下４メートル以上の

深所又は地下４メートル以

上のマンホール内において

作業に従事したもの 

2 千円 最高 220 円/日 

坑内作業手当 
水道事務所に勤務

する職員 

トンネルの坑内において

作業に従事したもの 
0 千円 最高 560 円/日 

塩素処理作業手

当 

水道事務所に勤務

する職員 

塩素注入装置の修繕若し

くは分解の作業，塩素ボン

ベの取替作業又は塩素漏れ

の処理作業に従事したもの 

0 千円  290 円/日 

高圧電気作業手

当 

水道事務所に勤務

する職員 

高圧配電盤の高圧電磁接

触器の整備作業又は戸坂取

水場における 11 万ボルト

受電所内の照明用水銀灯の

取替作業に従事したもの 

0 千円 230 円/日 
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（30年度決算）

左記職員に対する 

支給単価 

除塵作業手当 
水道事務所に勤務

する職員 

洪水等による増水のた

め，足場の不安定な箇所に

おいて取水口スクリーンの

除塵作業に従事したもの 

0 千円 230 円/日 

鋼管内塗装検査

手当 

工業用水道事業又

は水道用水供給事

業に従事する職員 

水道布設工事現場で，塗

付されたシンナー性の塗料

から発生するガスにより身

体に危険を生じるおそれが

ある鋼管内において監督又

は検査に従事したもの 

0 千円 290 円/日 

充排水作業手当 

工業用水道事業又

は水道用水供給事

業に従事する職員 

交通をしゃ断することな

く道路上で行う管路の充水

作業又は排水作業に従事し

たもの 

18 千円 最高 300 円/日 

有害有毒物取扱

作業手当 

水質管理センター

に勤務する職員 

毒物，劇物及び特定毒物

を使用して行う検査業務に

従事したもの 

0 千円 290 円/日 

用地取得等折衝

業務手当 

用地取得等業務に

従事した職員 

土地及び物件の取得，権

利の取得及び消滅並びにこ

れらに伴う損失補償のため

の折衝業務又は工事の施行

に伴う損失補償のための折

衝業務で，現地で行うもの

に従事したもの 

0 千円 650 円/日 

異常気圧内作業

手当 

水道事務所に勤務

する職員 

異常気圧内で監督又は検

査に従事したもの 
0 千円 最高 1,000 円/時間 

災害応急作業等

手当 

災害発生時の応急

作業等に従事した

職員 

河川の堤防等のうち豪雨

等異常な自然現象により重

大な災害が発生し，若しく

は発生するおそれがある堤

防等において行う巡回監視

又は応急作業等 

 道路のうち豪雨等異常な

自然現象により重大な災害

が発生し，若しくは発生す

るおそれがあるため道路法

の規定に基づき通行が禁止

されている区間内の道路若

しくはその周辺において行

う巡回監視又は応急作業等 

 その他企業局長が上記業

務に相当すると認める業務 

0 千円 

巡回監視 480 円/日 

（日没～日出 50/100

加算） 

 

応急作業 730 円/日 

（日没～日出 50/100

加算） 

 

 

（オ）時間外勤務手当 

 支給実績（平成30年度決算） 9,033千円 

 職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 335千円 

 支給実績（平成29年度決算） 5,238千円 

 職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 181千円 

   （注）１ 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。 

２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（平成 30 年度決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手

当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短期間勤務職員を含む。 
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（カ）その他の手当（平成 31 年４月１日現在） 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 
一般行政 
職の制度 
との異同 

一般行政職 
の制度と異
なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり平
均支給年額 
（平成30年度決算） 

扶養手当 

○扶養親族のある職員に支給 

[特定管理職員以外の職員] 

同じ ― 3,863千円 275,925千円 

・配 偶 者 6,500 円  

・子 10,000 円  

・その他 6,500 円  

 
[行政職以外の本庁部長級職及び 
本庁局長級職員] 

・配 偶 者 3,500 円  

・その他 3,500 円  

 

[特定管理職員] 

・第３子以降の子 6,500 円  

 

[共通] 

・満 15 歳に達する日後の最初の４月

１日から満 22 歳に達する日以後の

最初の３月31日までの子 

 5,000 円加算  

 

住居手当 

○月額 12,000 円を超える家賃を支

払っている職員に支給。 

(1)家賃 23,000 円以下の場合 

家賃の月額－12,000 円 

(2)家賃 23,000 円を超える場合 

11,000円＋(家賃の月額－23,000円) 

×1/2 

(最高限度額 27,000 円) 同じ ― 1,194千円 199,000円 
○単身赴任手当を支給されている職

員で，留守家族の月額 12,000 円

を超える家賃を負担している者に

支給。 

・上記により算出した額の 1/2 

(最高 13,500 円) 

○特定管理職員には，支給しない。 

通勤手当 

○通勤のため，交通機関等を利用し

ている職員又は自動車等を利用し

ている職員に支給。 

・交通機関 

98,000 円以下の場合 

運賃相当額 

98,000 円超の場合 

98,000 円＋98,000 円を 

超える額×1/2 

・交通用具 

自動車 通勤距離に応じ 

2,000 円～55,100 円 

自転車等 通勤距離に応じ 

2,000 円～11,000 円 

〇駐車料金 

 パークアンドライドの利用に限

り，駐車料×1/2（上限 3,000

円） 

※支給限度額 98,000 円とは別 

同じ ― 5,298千円 220,731円 
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手当名 

 

内容及び支給単価 
一般行政 
職の制度 
との異同 

一般行政職 
の制度と異
なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり平
均支給年額 
（平成30年度決算） 

単身赴任

手  当 

○人事異動によりやむを得ず単身赴

任をする職員に支給。 

・基礎額        30,000 円 

・ 職員の住居と配偶者の住居との交

通距離区分に応じ 

8,000 円～70,000 円の加算 

(最高 100,000 円) 

同じ ― 0千円 0円 

管 理 職 

手  当 

○管理又は監督の地位にある職のう

ち，その特殊性に基づき指定され

た職にある者に対し，給料表別，

職務の級別，区分別に応じ，定め

られた額を支給。 

(例) 

本庁の部長        110,000 円 

本庁の課長        85,000 円 

本庁の担当監       50,000 円 

地方機関の所長              

50,000 円～82,500 円 

地方機関の次長  40,000 円 

同じ ― 1,770千円 885,000円 

管理職員 

特別勤務 

手    当 

○管理職手当支給対象職員が平日深

夜，休日等に臨時又は緊急等の必

要によりやむを得ず勤務した時に

支給。 

・職員区分，勤務日，勤務時間に応じ 

     2,000 円～18,000 円/回 

同じ ― 127千円 63,500円 

 

② 広島県土地造成事業 

ア 職員給与費の状況 

  決算 

平成 30 年度の決算における職員給与費の額は，約 7,500 万円で，総費用に占める割合は

11.5 パーセントとなっています。職員給与費には，職員に支払われた給料や手当，退職した

職員に対する退職手当などのほか，地方公務員共済組合負担金や地方公務員災害補償費などが

含まれています。 

区分 
 

総費用 
Ａ 

実質収支 
 

職員給与費 
Ｂ 

総費用に占める 
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 
平成 29年度の総費用に 
占める職員給与費比率 

平成30年度 

 千円 

651,022 

 

千円 

△81,472 

 

千円 

74,919 

 

％ 

11.5 

％ 

4.3 

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員は在職していない。 

 

区 分 
職員数 
  Ａ 

給 与 費 一人当たり 
給与費 
  Ｂ/Ａ 

  

給 料 職員手当 期末・勤勉手当   計 Ｂ 

平成30年度 

人 

9 

 千円 

36,697 

 

 千円 

9,103 

 

 千円 

16,155 

 

 千円 

61,955 

 

 千円 

6,884 

 

 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は平成 31 年３月 31 日現在の人数である。 
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イ 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成 30 年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

広 島 県        43.2 歳 373,695 円 
424,069 円 

（573,656 円） 

（注）１ 基本給とは，職員の給料，扶養手当及び地域手当の合算額の平均である。 

２ 平均月収額には，時間外勤務手当，通勤手当等の諸手当を含むものであり， 

（ ）内の金額は，期末・勤勉手当を含むものである。 

 

ウ 職員の手当の状況 

（ア）期末手当・勤勉手当 

広 島 県  

１人当たり平均支給額（平成30年度） 

1,795千円 

 

（平成30年度支給割合） 

期末手当 

2.60月分 

（1.45月分） 

勤勉手当 

1.85月分 

（0.90月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役 職 加 算    5～20％ 

・管理職加算    5～15％ 

   （注）( )内は，再任用職員に係る支給割合である。 

 

（イ）退職手当（平成 31 年４月１日現在） 

広 島 県  

（支給率） 自己都合 応募認定退職・定年  

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特別措置 2％～45％加算 

 （退職時特別昇給 公務のための死亡又は著しい身体障害 8号） 

1人当たり平均支給額 18,981千円 

 （自己都合） 6,641千円 

 （応募認定退職・定年） 23,468千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は，平成 28～30 年度に退職した広島県工業用水道事業，

広島県土地造成事業及び広島県水道用水供給事業の職員に支給された平均額である。 

 

（ウ）地域手当（平成 31 年４月１日現在） 

支給実績（平成30年度決算） 2,714千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 301,545円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

(支給率) 

広島市 7.4 ％ 9 人 7.4 ％ 

（注）「支給実績」及び「支給職員１人当たり平均支給年額」は，平成 30 年度における地域手当の額。 
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（エ）特殊勤務手当（平成 31 年４月１日現在） 

 支給実績（平成30年度決算） 1千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 672円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 11.1％ 

 手当の種類（手当数） 2種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（30年度決算） 

左記職員に対する支

給単価 

用地取得等

折衝業務手

当 

用地取得等業務に

従事した職員 

土地及び物件の取得，権利

の取得及び消滅並びにこれら

に伴う損失補償のための折衝

業務又は工事の施行に伴う損

失補償のための折衝業務で，

現地で行うものに従事したも

の 

1 千円 650 円/日 

災害応急作

業等手当 

災害発生時の応急

作業等に従事した

職員 

河川の堤防等のうち豪雨等

異常な自然現象により重大な

災害が発生し，若しくは発生

するおそれがある堤防等にお

いて行う巡回監視又は応急作

業等 

 道路のうち豪雨等異常な自

然現象により重大な災害が発

生し，若しくは発生するおそ

れがあるため道路法の規定に

基づき通行が禁止されている

区間内の道路若しくはその周

辺において行う巡回監視又は

応急作業等 

 その他企業局長が上記業務

に相当すると認める業務 

0 千円 

巡回監視 480 円/

日 

（日没～日出

50/100 加算） 

 

応急作業 730 円/

日 

（日没～日出

50/100 加算） 

 

 

（オ）時間外勤務手当 

 支給実績（平成30年度決算） 1,500千円 

 職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 214千円 

 支給実績（平成29年度決算） 691千円 

 職員1人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 99千円 

   （注）１ 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。 

２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（平成 30 年度決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手

当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短期間勤務職員を含む。 

  



- 30 - 

 

（カ）その他の手当（平成 31 年４月１日現在） 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 
一般行政 
職の制度 
との異同 

一般行政職 
の制度と異
なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり
平均支給年額 
（平成30年度決算） 

扶養手当 

○扶養親族のある職員に支給 

[特定管理職員以外の職員] 

同じ ― 948千円 237,060円 

・配 偶 者 6,500 円  

・子 10,000 円  

・その他 6,500 円  

 
[行政職以外の本庁部長級職及び 
本庁局長級職員] 

・配 偶 者 3,500 円  

・その他 3,500 円  

 

[特定管理職員] 

・第３子以降の子   6,500 円 

 
［共通］ 
・満15歳に達する日後の最初の４月 

１日から満22歳に達する日以後の 
最初の３月31日までの子 

5,000 円加算 

住居手当 

○月額 12,000 円を超える家賃を支
払っている職員に支給。 

(1)家賃 23,000 円以下の場合 
家賃の月額－12,000 円 

(2)家賃 23,000 円を超える場合 
11,000円＋(家賃の月額－23,000円) 

×1/2 
(最高限度額 27,000 円) 

同じ ― 840 千円 280,000 円 
○単身赴任手当を支給されている職

員で，留守家族の月額 12,000 円
を超える家賃を負担している者に
支給。 

・上記により算出した額の 1/2 
(最高 13,500 円) 

○特定管理職員には，支給しない。 

通勤手当 

○通勤のため，交通機関等を利用し

ている職員又は自動車等を利用し

ている職員に支給。 

・交通機関 

98,000 円以下の場合 

運賃相当額 

98,000 円超の場合 

98,000 円＋98,000 円を 

超える額×1/2 

・交通用具 

自動車 通勤距離に応じ 

2,000 円～55,100 円 

自転車等 通勤距離に応じ 

2,000 円～11,000 円 

〇駐車料金 

 パークアンドライドの利用に限

り，駐車料×1/2（上限 3,000

円） 

※支給限度額 98,000 円とは別 

同じ ― 2,094 千円 261,733 円 
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手当名 

 

内容及び支給単価 
一般行政 
職の制度 
との異同 

一般行政職 
の制度と異
なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり
平均支給年額 
（平成30年度決算） 

単身赴任

手  当 

○人事異動によりやむを得ず単身赴

任をする職員に支給。 

・基礎額        30,000 円 

・ 職員の住居と配偶者の住居との交

通距離区分に応じ 

8,000 円～70,000 円の加算 

(最高 100,000 円) 

同じ ― 0 千円 0 円 

管 理 職 

手  当 

○管理又は監督の地位にある職のう

ち，その特殊性に基づき指定され

た職にある者に対し，給料表別，

職務の級別，区分別に応じ，定め

られた額を支給。 

(例) 

本庁の部長        110,000 円 

本庁の課長         85,000 円 

同じ ― 990 千円 990,000 円 

管理職員 

特別勤務 

手    当 

○管理職手当支給対象職員が平日深

夜，休日等に臨時又は緊急等の必

要によりやむを得ず勤務した時に

支給。 

・職員区分，勤務日，勤務時間に応じ 

     2,000 円～18,000 円/回 

同じ ― 16千円 16,000円 

 

 

③ 広島県水道用水供給事業 

ア 職員給与費の状況 

決算 

平成 30 年度の決算における職員給与費の額は，約６億 1,300 万円で，総費用に占める割合

は 6.3 パーセントとなっています。職員給与費には，職員に支払われた給料や手当，退職した

職員に対する退職手当などのほか，地方公務員共済組合負担金や地方公務員災害補償費などが

含まれています。 

区分 
 

総費用 
Ａ 

実質収支 
 

職員給与費 
Ｂ 

総費用に占める 
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 
平成 29年度の総費用に 
占める職員給与費比率 

平成30年度 

 千円 

9,686,485 

 

千円 

1,958,558 

 

千円 

612,657 

 

％ 

6.3 

％ 

15.9 

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 155,650 千円を含まない。 

 

区 分 
職員数 
  Ａ 

給 与 費 一人当たり 
給与費 
  Ｂ/Ａ 

  

給 料 職員手当 期末・勤勉手当   計 Ｂ 

平成30年度 

人 

71 

 千円 

303,506 

 千円 

85,887 

 

 千円 

138,421 

 

 千円 

527,814 

 

 千円 

7,434 

 

 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は平成 31 年３月 31 日現在の人数である。 
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イ 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成 30 年 4 月 1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

広 島 県        45.3 歳 396,804 円 
457,034 円 

（619,500 円） 

（注）１ 基本給とは，職員の給料，扶養手当及び地域手当の合算額の平均である。 

２ 平均月収額には，時間外勤務手当，通勤手当等の諸手当を含むものであり， 

（ ）内の金額は，期末・勤勉手当を含むものである。 

 

ウ 職員の手当の状況 

（ア）期末手当・勤勉手当 

広 島 県  

１人当たり平均支給額（平成30年度） 

1,950千円 

 

（平成30年度支給割合） 

期末手当 

2.60月分 

（1.45月分） 

勤勉手当 

1.85月分 

（0.90月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役 職 加 算    5～20％ 

・管理職加算    5～15％ 

   （注）( )内は，再任用職員に係る支給割合である。 

 

（イ）退職手当（平成 31 年４月１日現在） 

広 島 県  

（支給率） 自己都合 応募認定退職・定年  

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特別措置 2％～45％加算 

 （退職時特別昇給 公務のための死亡又は著しい身体障害 8号） 

１人当たり平均支給額 18,981千円 

 （自己都合） 6,641千円 

 （応募認定退職・定年） 23,468千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は，平成 28～30 年度に退職した広島県工業用水道事業，

広島県土地造成事業及び広島県水道用水供給事業の職員に支給された平均額である。 

 

（ウ）地域手当（平成 31 年４月１日現在） 

支給実績（平成30年度決算） 22,711千円 

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 319,870円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

(支給率) 

広島市 7.4 ％ 69 人 7.4 ％ 

三原市 4.4 ％ 2 人 4.4 ％ 

（注）「支給実績」及び「支給職員1人当たり平均支給年額」は，平成30年度における地域手当の額 
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（エ）特殊勤務手当（平成 31 年４月１日現在） 

 支給実績（平成30年度決算） 33千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 1,827円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 25.4％ 

 手当の種類（手当数） 12種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（30年度決算）

左記職員に対する 

支給単価 

高所作業手当 
水道事務所に勤務す

る職員 

地上又は水面上 10 メートル

以上の足場の不安定な箇所で作

業に従事したもの 

0 千円  最高 320 円/日 

深所作業手当 
水道事務所に勤務す

る職員 

水面下４メートル以上の深所

又は地下４メートル以上のマン

ホール内において作業に従事し

たもの 

0 千円  最高 220 円/日 

坑内作業手当 
水道事務所に勤務す

る職員 

トンネルの坑内において作業

に従事したもの 
22 千円  最高 560 円/日 

塩素処理作業

手当 

水道事務所に勤務す

る職員 

塩素注入装置の修繕若しくは

分解の作業，塩素ボンベの取替

作業又は塩素漏れの処理作業に

従事したもの 

0 千円 290 円/日 

高圧電気作業

手当 

水道事務所に勤務す

る職員 

高圧配電盤の高圧電磁接触器

の整備作業又は戸坂取水場にお

ける 11 万ボルト受電所内の照

明用水銀灯の取替作業に従事し

たもの 

0 千円 230 円/日 

除塵作業手当 
水道事務所に勤務す

る職員 

洪水等による増水のため，足

場の不安定な箇所において取水

口スクリーンの除塵作業に従事

したもの 

0 千円  230 円/日 

鋼管内塗装検

査手当 

工業用水道事業又は

水道用水供給事業に

従事する職員 

水道布設工事現場で，塗付さ

れたシンナー性の塗料から発生

するガスにより身体に危険を生

じるおそれがある鋼管内におい

て監督又は検査に従事したもの 

0 千円  290 円/日 

充排水作業手

当 

工業用水道事業又は

水道用水供給事業に

従事する職員 

交通をしゃ断することなく道

路上で行う管路の充水作業又は

排水作業に従事したもの 

11 千円 最高 300 円/日 

有害有毒物取

扱作業手当 

水質管理センターに

勤務する職員 

毒物，劇物及び特定毒物を使

用して行う検査業務に従事した

もの 

0 千円 290 円/日 

用地取得等折

衝業務手当 

用地取得等業務に従

事した職員 

土地及び物件の取得，権利の

取得及び消滅並びにこれらに伴

う損失補償のための折衝業務又

は工事の施行に伴う損失補償の

ための折衝業務で，現地で行う

ものに従事したもの 

0 千円 650 円/日 

異常気圧内作

業手当 

水道事務所に勤務す

る職員 

異常気圧内で監督又は検査に

従事したもの 
0 千円 

最高 1,000 円/時

間 
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

(30年度決算) 

左記職員に対する 

支給単価 

災害応急作業

等手当 

災害発生時の応急作

業等に従事した職員 

河川の堤防等のうち豪雨

等異常な自然現象により重

大な災害が発生し，若しく

は発生するおそれがある堤

防等において行う巡回監視

又は応急作業等 

道路のうち豪雨等異常な

自然現象により重大な災害

が発生し，若しくは発生す

るおそれがあるため道路法

の規定に基づき通行が禁止

されている区間内の道路若

しくはその周辺において行

う巡回監視又は応急作業等 

その他企業局長が上記業

務に相当すると認める業務 

0 千円 

巡回監視 480 円/日 

（日没～日出 50/100

加算） 

 

応急作業 730 円/日 

（日没～日出 50/100

加算） 

 

 

（オ）時間外勤務手当 

 支給実績（平成30年度決算） 30,353千円 

 職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 490千円 

 支給実績（平成29年度決算） 13,874千円 

 職員1人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 220千円 

   （注）１ 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。 

２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（平成 30 年度決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手

当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短期間勤務職員を含む。 

 

（カ）その他の手当（平成 31 年４月１日現在） 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 
一般行政 
職の制度 
との異同 

一般行政職 
の制度と異
なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり平
均支給年額 
（平成30年度決算） 

扶養手当 

○扶養親族のある職員に支給 
[特定管理職員以外の職員] 

同じ ― 11,860千円 275,821円 

・配 偶 者 6,500 円  

・子 10,000 円  

・その他 6,500 円  

 
[行政職以外の本庁部長級職及び 
本庁局長級職員] 

・配 偶 者 3,500 円  

・その他          3,500 円 
 
[特定管理職員] 

・第３子以降の子   6,500 円 
 
[共通] 
・満 15 歳に達する日後の最初の４月

１日から満 22 歳に達する日以後の
最初の３月31日までの子 

 5,000 円加算  
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手当名 

 

内容及び支給単価 
一般行政 
職の制度 
との異同 

一般行政職 
の制度と異
なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり平
均支給年額 
（平成30年度決算） 

住居手当 

○月額 12,000 円を超える家賃を支
払っている職員に支給。 

(1)家賃 23,000 円以下の場合 
家賃の月額－12,000 円 

(2)家賃 23,000 円を超える場合 
11,000円＋(家賃の月額－23,000円) 

×1/2 
(最高限度額 27,000 円) 同じ ― 3,994 千円 33,225 円 

○単身赴任手当を支給されている職
員で，留守家族の月額 12,000 円
を超える家賃を負担している者に
支給。 

・上記により算出した額の 1/2 
(最高 13,500 円) 

○特定管理職員には，支給しない。 

通勤手当 

○通勤のため，交通機関等を利用し
ている職員又は自動車等を利用し
ている職員に支給。 

・交通機関 
98,000 円以下の場合 
運賃相当額 

98,000 円超の場合 
98,000 円＋98,000 円を 

超える額×1/2 
・交通用具 

自動車 
通勤距離に応じ 
2,000 円～55,100 円 

自転車等 
通勤距離に応じ 
2,000 円～11,000 円 

 

〇駐車料金 

 パークアンドライドの利用に限

り，駐車料×1/2（上限 3,000

円） 

※支給限度額 98,000 円とは別 
 

同じ ― 9,469 千円 145,677 円 

単身赴任

手  当 

○人事異動によりやむを得ず単身赴

任をする職員に支給。 

・基礎額        30,000 円 

・ 職員の住居と配偶者の住居との交

通距離区分に応じ 

8,000 円～70,000 円の加算 

(最高 100,000 円) 
 

同じ ― 0 千円 0 円 

管 理 職 

手  当 

○管理又は監督の地位にある職のう

ち，その特殊性に基づき指定され

た職にある者に対し，給料表別，

職務の級別，区分別に応じ，定め

られた額を支給。 

(例) 

本庁の部長        110,000 円 

本庁の課長         85,000 円 

本庁の担当監       50,000 円 

地方機関の所長              

50,000 円～85,000 円 

地方機関の次長  40,000 円 
 

同じ ― 6,930 千円 770,000 円 
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手当名 

 

内容及び支給単価 
一般行政 
職の制度 
との異同 

一般行政職 
の制度と異
なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり平
均支給年額 
（平成30年度決算） 

管理職員 

特別勤務 

手    当 

○管理職手当支給対象職員が平日深

夜，休日等に臨時又は緊急等の必

要によりやむを得ず勤務した時に

支給。 

・職員区分，勤務日，勤務時間に応じ 

     2,000 円～18,000 円/回 

同じ ― 537千円 67,125円 

 

④ 広島県病院事業 

ア 職員給与費の状況 

決算 

  平成 30 年度の決算における職員給与費の額は，約 130 億 6,269 万円で，総費用に占める割合は

49.0 パーセントとなっています。職員給与費には，職員に支払われた給料や手当のほか，退職給

付引当金及び賞与引当金への繰入額や地方公務員共済組合負担金，地方公務員災害補償費などが含

まれています。 

区分 
 

総費用 
Ａ 

実質収支 
 

職員給与費 
Ｂ 

総費用に占める 
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 
平成 29年度の総費用に 
占める職員給与費比率 

平成30年度 

 千円 

26,641,463 

 

千円 

△814,521 

 

千円 

13,062,694 

 

％ 

49.0 

％ 

49.3 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員は在職していない。 

 

区 分 
職員数 
  Ａ 

給 与 費 一人当たり 
給与費 
  Ｂ/Ａ 

  

給 料 職員手当 期末・勤勉手当   計 Ｂ 

平成30年度 

     人 

1,215 

 

    千円 

4,838,438 

 

    千円 

2,769,298 

 

    千円 

2,122,636 

 

    千円 

9,730,372 

 

    千円 

8,009 

 

 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は平成 31 年３月 31 日現在の人数である。 

   

イ 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成 30 年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

広 島 県 

（医 師） 
43.5 歳 560,442 円 

1,127,483 円 

（1,353,348 円） 

広 島 県 

（看護師） 
36.2 歳 313,304 円 

383,573 円 

（506,211 円） 

広 島 県  

（事 務） 
42.1 歳 363,428 円 

437,985 円 

（584,501 円） 

（注）１ 基本給とは，職員の給料，扶養手当及び地域手当の合算額の平均である。 

２ 平均月収額には，時間外勤務手当，通勤手当等の諸手当を含むものであり， 

（ ）内の金額は，期末・勤勉手当を含むものである。 
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ウ 職員の手当の状況 

（ア）期末手当・勤勉手当 

広 島 県  

１人当たり平均支給額（平成30年度） 

1,635千円 

 

（平成30年度支給割合） 

期末手当 

2.60月分 

（1.45月分） 

勤勉手当 

1.85月分 

（0.90月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役 職 加 算    5～20％ 

・管理職加算   15～25％ 

   （注）( )内は，再任用職員に係る支給割合である。 

 

（イ）退職手当（平成 31 年４月１日現在） 

広 島 県  

（支給率） 自己都合 応募認定退職・定年  

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特別措置 2％～45％加算 

 （退職時特別昇給 公務のための死亡又は著しい身体障害 8号） 

１人当たり平均支給額 5,598千円 

 （自己都合） 1,431千円 

 （応募認定退職・定年） 16,487千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は，平成 30 年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 

（ウ）地域手当（平成 31 年４月１日現在） 

支給実績（平成30年度決算） 446,610千円 

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 347,556円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

(支給率) 

広島市,府中町 7.4 ％ 1,017 人 7.4 ％ 

その他県内市町 4.4 ％ 102 人 4.4 ％ 

医師 16 ％ 195 人 16 ％ 

（注）「支給実績」及び「支給職員１人当たり平均支給年額」は，平成 30 年度における地域手当の

額である。 
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（エ）特殊勤務手当（平成 31 年４月１日現在） 

 支給実績（平成30年度決算） 184,704千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 235,893円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 62.5％ 

 手当の種類（手当数） 9種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（30年度決算） 

左記職員に対する 

支給単価 

防疫等作業従事職員

の特殊勤務手当 

県立病院に勤務する

職員 

感染症に係る作業に従事

したとき 
－ 290 円/日 

放射線取扱作業従事

職員の特殊勤務手当 

県立病院に勤務する

職員 

放射線照射作業等に従事

したとき 
2,400 千円 230 円/日等 

夜間看護業務等従事

職員の特殊勤務手当 

県立病院に勤務する

職員 

深夜において，看護業務

や救急患者対処のため手

術等の業務に従事したと

き 

167,017 千円 最高 4,440 円/回 

衛生検査業務従事職

員の特殊勤務手当 

県立病院に勤務する

職員 

微生物学的検査，血清学

的検査に従事したとき 
－ 230 円/日 

精神病患者診療業務

等従事職員の特殊勤

務手当 

県立広島病院に勤務

する医師等 

精神病患者の診療等に従

事したとき 
1,492 千円 230 円/日 

救急医療業務従事職

員の特殊勤務手当 

県立病院に勤務する

医師 

宿直又は日直の医師が救

命救急医療業務等に従事

したとき 

310 千円 日直 10,000 円/日 

6,615 千円 宿直 15,000 円/日 

分べん業務従事職員

の特殊勤務手当 

県立広島病院産科,

婦人科,生殖医療科

及び新生児科に勤務

する医師 

産科等の医師が管理者の

定める時間帯に分べん介

助の業務に従事したとき 

6,060 千円 10,000 円/件 

診療応援業務従事職

員の特殊勤務手当 

県立病院に勤務する

医師又は歯科医師 

管理者の定める医療機関

等において勤務を命じら

れ診療応援の業務に従事

したとき 

800 千円 

宿日直10,000円/回 

（5時間未満 

5,000円回/）

10 千円 

その他20,000円/回 

（3時間未満 

10,000円/回）

災害応急作業等従事

職員の特殊勤務手当 

県立病院に勤務する

職員 

警戒区域等において又は

当該区域内を通行して行

う医療，救援,被害状況調

査及び物資の輸送業務等

に従事したとき 

－ 480 円/日 

 

（オ）時間外勤務手当 

 支給実績（平成30年度決算） 1,204,070千円 

 職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 972千円 

 支給実績（平成29年度決算） 1,247,753千円 

 職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 1,009千円 

   （注）１ 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。 

      ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（平成 30 年度決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手

当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短期間勤務職員を含む。 
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（カ）その他の手当（平成 31 年４月１日現在） 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 
一般行政 
職の制度 
との異同 

一般行政職 
の制度と異
なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり平
均支給年額 
（平成30年度決算） 

初 任 給 

調整手当 

○医学等に関する専門的知識を必要

とし，かつ採用困難な職に採用さ

れる職員に支給。 

・ 医療職給料表（一）の適用を受け

る職 

最高支給月額：368,800 円 

・ 医学又は歯学に関する専門的知識

を必要とする職 

最高支給月額：50,800 円 

※採用後 35 年以内の期間，採用か

らの経過年数に応じて減額。 

同じ ― 474,116 千円 2,549,013 円 

扶養手当 

○扶養親族のある職員に支給 

[特定管理職員以外の職員] 

同じ ― 94,834千円 240,697円 

・配 偶 者 6,500 円  

・子 10,000 円  

・その他 6,500 円  

 
[行政職以外の本庁部長級職員及び 

本庁局長級職員] 

・配 偶 者      3,500 円 

・その他       3,500 円 

   

[特定管理職員] 

・第３子以降の子   6,500 円 

 

[共通] 

・満 15 歳に達する日後の最初の４月

１日から満 22 歳に達する日以後の

最初の３月31日までの子 

 5,000 円加算  

 

 

 

 

 

 

住居手当 

○月額 12,000 円を超える家賃を支

払っている職員に支給。 

(1)家賃 23,000 円以下の場合 

家賃の月額－12,000 円 

(2)家賃 23,000 円を超える場合 

11,000円＋(家賃の月額－23,000円) 

×1/2 

(最高限度額 27,000 円) 

同じ ― 139,106 千円 311,897 円 ○単身赴任手当を支給されている職

員で，留守家族の月額 12,000 円

を超える家賃を負担している者に

支給。 

・上記により算出した額の 1/2 

(最高 13,500 円) 

○特定管理職員には，支給しない。  
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手当名 

 

内容及び支給単価 
一般行政 
職の制度 
との異同 

一般行政職 
の制度と異
なる内容 

支給実績 
（平成30年度決算） 

支給職員１人当たり平
均支給年額 
（平成30年度決算） 

通勤手当 

○通勤のため，交通機関等を利用し

ている職員又は自動車等を利用し

ている職員に支給。 

・交通機関 

98,000 円以下の場合 

運賃相当額 

98,000 円超の場合 

98,000 円＋98,000 円を 

超える額×1/2 

・交通用具 

自動車 

通勤距離に応じ 

2,000 円～55,100 円 

自転車等 

通勤距離に応じ 

2,000 円～11,000 円 

〇駐車料金 

 パークアンドライドの利用に限

り，駐車料×1/2（上限 3,000

円） 

※支給限度額 98,000 円とは別 

同じ ― 79,558 千円 133,263 円 

単身赴任

手  当 

○人事異動によりやむを得ず単身赴

任をする職員に支給。 

・基礎額        30,000 円 

・ 職員の住居と配偶者の住居との交

通距離区分に応じ 

8,000 円～70,000 円の加算 

(最高 100,000 円) 

同じ ― 720 千円 720,000 円 

宿 日 直 

手  当 

○宿日直勤務をした職員に支給。 

・入院患者の急変等に対処する医師
又は歯科医師：21,000 円 

・入院患者の管理等のための勤務：
7,400 円 

・上記以外の勤務：4,400 円 

同じ ― 129,871千円 424,414円 

管 理 職 

手  当 

○管理又は監督の地位にある職のう

ち，その特殊性に基づき指定され

た職にある者に対し，給料表別，

職務の級別，区分別に応じ，定め

られた額を支給。 

(例) 

 本庁の部長    110,000 円 

 本庁の課長    85,000 円 

 県立広島病院の事務局長 

110,000 円 

同じ ― 15,510 千円 1,107,857 円 

管理職員 

特別勤務 

手    当 

○管理職手当支給対象職員が平日深

夜，休日等に臨時又は緊急等の必

要によりやむを得ず勤務した時に

支給。 

・職員区分，勤務日，勤務時間に応じ 

     2,000 円～18,000 円/回 

同じ ― 197千円 49,250円 

 



４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間（平成31年４月１日現在）　

１週間の
勤務時間

開始時刻 終了時刻 休憩時間

38時間45分 8:30 17:15 12:00～13:00

（注）交替制勤務職場等を除く。
　　

（２）時間外勤務及び休日勤務の状況（平成30年度）　

（３）年次有給休暇の取得状況（平成30年）　　

職員１人当たりの
平均取得日数 取得率

11.86 59.3%

（注）取得率＝平均取得日数÷20日
　　

（４）特別休暇の内容（平成31年４月１日現在）

妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害(つわり又は悪阻)により勤務するこ
とが困難と認められる場合

14日を超えない範囲内において必要と認める
日又は時間

妊娠中の女子職員が請求した場合において，当該職員が通勤に利用する交
通機関内又は原動機付の交通用具(人事委員会が定めるものに限る。)による
通勤経路の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ
る場合

正規の勤務時間の始め又は終わりに，１日を
通じて１時間を超えない範囲内で必要と認める
時間

配偶者の出産
配偶者の入院等の日から出産の日以後２週間
を経過する日までの期間内において３日を超
えない範囲内で必要と認める日又は時間

所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一
部の停止

その都度必要と認める時間

負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
医師の証明等に基づいて最小限度必要と認
める日又は時間（特定病気休暇については上
限あり）

職員の出産

出産予定日の８週間(多胎妊娠の場合は14週
間)前の日から出産の日後８週間(出産の日以
前の期間が６週間に満たないこととなった場合
にあっては，その満たない期間を８週間に加算
した期間)を経過する日までの期間内において
必要と認める期間

その他交通機関の事故等の不可抗力による場合 その都度必要と認める時間

裁判員（裁判員候補者，補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。），検察審
査員（補充員を含む。），証人，鑑定人又は参考人として国会，裁判所，地方
公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める時間

選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める時間

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通遮断 その都度必要と認める時間

風水震火災その他の非常災害による交通遮断 その都度必要と認める時間

風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊等
１週間を超えない範囲内においてその都度必
要と認める期間

職員１人当たりの月平均
時間外・休日勤務時間数

14.57

区　　分 期間等
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その都度必要と認める期間

（注）短時間勤務職員とは，育児短時間勤務職員，再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員をいう。

職員が配偶者の産前産後の期間において，出産に係る子又は小学校就学の
始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

配偶者の出産予定日の８週間(多胎妊娠の場
合は14週間)前の日から出産の日後８週間
（出産の日以前の期間が６週間に満たないこ
ととなった場合にあっては，その満たない期間
を８週間に加算した期間）を経過する日まで
の期間内において，５日を超えない範囲内で
必要と認める日又は時間

職員の生後満１年6月に達しない子の養育(男子職員にあっては，その配偶者
が当該子を養育できる場合を除く。)

１日２回(短時間勤務職員の勤務時間が４時
間以下の日にあっては１回），それぞれ45分

配偶者，父母，配偶者の父母，子（配偶者の子及び委託児童（児童福祉法第
27条第１項第３号の規定により里親である職員に委託された児童で子に該当し
ない者）を含む。以下この項において同じ。）若しくは孫（子の子をいう。）の看
護（負傷し，又は疾病にかかったその者の世話を行うことをいう。以下この項に
おいて同じ。）を行う職員が当該職員以外に看護を行う者がいないため（義務
教育終了前の子を養育する場合にあっては，当該義務教育終了前の子の看
護のため），又は義務教育終了前の子を養育する職員が当該義務教育終了前
の子について次に掲げる事項を行うため，勤務しないことが相当であると認め
られる場合
イ　疾病の予防のために予防接種又は健康診断を受けさせること。
ロ　感染症の予防のために在籍する学校等が臨時に休業となった場合の世話
ハ　在籍し，又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席

１の年において５日を超えない範囲内で必要
と認める日又は時間。ただし，義務教育終了
前の子を２人以上養育する場合には，基本日
数に当該義務教育終了前の子の看護又は当
該義務教育終了前の子についてイからハま
でに掲げる事項を行うために５日を加えた日
数を超えない範囲内で必要と認める日又は
時間

２日を超えない範囲内においてその都度必要
と認める期間

職員の結婚
７日を超えない範囲内においてあらかじめ必
要と認める期間

１の年において５日（要介護者が２人以上の
場合にあっては，10日）を超えない範囲内で
必要と認める日又は時間

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による健康診断 その都度必要と認める日又は時間

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第14条第１項に規定する日常生活
を営むのに支障がある者（右欄において「要介護者」という。）の介護その他の
人事委員会が定める世話を行う職員が，当該世話を行うため勤務しないことが
相当であると認められる場合

女子職員の生理

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第１項又は第27条第２項
の認定を受けた職員が，その健康の保持を図るため必要な保養をする場合

年間６日を超えない範囲内において必要と認
める日

母子保健法第10条又は第13条の規定による妊娠中又は出産後１年以内の女
子職員の受ける保健指導又は健康診査

妊娠23週(第６月末)までは４週間に１回，妊娠
24週(第７月)から妊娠35週(第９月末)までは２
週間に１回，妊娠36週(第10月)から出産まで
は１週間に１回，出産後１年まではその間に１
回(医師等の特別の指示があった場合には，
いずれの期間についてもその指示された回
数)とし，その都度必要と認める日又は時間

職員の親族が死亡した場合で，職員が葬儀，服喪その他の親族の死亡に伴い
必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族の種類毎に定める期間内において必要
と認める期間（配偶者の場合10日など）

父母，配偶者及び子の祭日 慣習上最小限度必要と認める期間

その他法令によって特に勤務しないことが認められている場合及び人事委員
会が特に必要と認めた場合

職員が夏季における盆等の諸行事，心身の健康の維持及び増進又は家庭生
活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

１の年の７月から９月の期間内における，週休
日，休日及び代休日を除いて原則として連続
する３日の範囲内の期間(短時間勤務職員に
あっては，その者の勤務時間等を考慮し，人
事委員会が別に定める日数)

職員が自発的に，かつ，報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら
親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で，その勤務しないことが相
当であると認められるとき

１の年において５日の範囲内の期間

イ　地震，暴風雨，噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周
辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ　障害者支援施設，特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精
神上の障害がある者又は負傷し，若しくは疾病にかかった者に対して必要な措
置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活
動

ハ　イ及びロに掲げる活動のほか，身体上若しくは精神上の障害，負傷又は疾
病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生
活を支援する活動
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５　職員の休業に関する状況

　 休業の取得状況（平成30年度） （単位：人）

育児休業 部分休業 自己啓発等休業 配偶者同行休業 高齢者部分休業 大学院修学休業

462 128 1 6 6 0

（注）取得者数は年度内に新規取得した数を示している。

６　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数（平成30年度） （単位：人）

降任 免職 休職 降給 合計

1 122 123

1 256 257

74 74

0 2 452 0 454

（２）懲戒処分者数（平成30年度） （単位：人）

戒告 減給 停職 免職 合計

2 1 3

2 1 3 2 8

2 1 3

2 3 6 3 14

７　職員の服務の状況

営利企業等の従事許可の状況（平成30年度）

区　　分

知事部局等

教育委員会

警察本部

合    　　計

区　　分

知事部局等

教育委員会

警察本部

合　    　計

区　　分

知事部局等

教育委員会

警察本部

合  　　  計

4,283

許可件数

47

4,233

3
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８　職員の退職管理の状況

　 退職者（管理職員）の再就職状況（平成30年度）

（１）知事部局等 （単位：人）

公益的法人等 第三セクター 特別法人

13 4 3 15 12 47

（２）教育委員会 （単位：人）

学校法人
国立大学

一般法人 共同組合 県出資法人 合計

5 2 1 1 9

（３）警察本部 （単位：人）

非営利法人 営利企業 合計

6 14 20

９　職員の研修の状況

（１）自治総合研修センターにおける研修の状況（平成30年度）

研修数 本年度受講者数 前年度受講者数

13 1,439 1,229

45 965 1,138

（２）教育センターにおける研修の状況（平成30年度）

研修数 本年度受講者数 前年度受講者数

11 1,741 1,756

213 10,328 10,418

（３）警察教養の状況（平成30年度）

研修数 本年度受講者数 前年度受講者数

10 339 363

27 266 419

218 1,041 1,222専門教養

研修の種類

一般研修（指名研修）

特別研修（選択研修）

営利企業 合計

研修の種類

採用時教養

昇任時教養

研修の種類

一般研修（指名研修）

特別研修（選択研修）

県出資法人
公益的法人等
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10 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）安全衛生管理体制（平成30年度） 

区      分 知事部局等 教育委員会 警察本部 

総括安全衛生管理者 選任事業場数 ２箇所 ０箇所 １箇所 

衛生管理者 選任事業場数 ３０箇所 ７２箇所 ２４箇所 

安全衛生推進者等 選任事業場数 ５０箇所 ３６箇所 ２箇所 

産業医 選任事業場数 ３０箇所 ６３箇所 ２４箇所 

衛生委員会 設置事業場数 ３０箇所 ６３箇所 ２４箇所 

 

（２）職員の福利厚生事業の状況（平成30年度） 

ア 知事部局等 

事   業   名 内              容 

義務的健康診断事業 一般定期健康診断，有害業務従事職員特別定期健康診断，VDT 作業従事者健康診断等 

生活習慣病予防対策事業 通院ドック，胃検診・肺がん検診等の単科検診等 

肝炎予防等対策事業 B 型肝炎感染予防健診，結核健診 

健康教育等 メンタルヘルス研修会，健康管理講演会，ＶＤＴ講習会等 

職員相談 健康相談，メンタルヘルス相談，産業カウンセラーによる相談等 

独身寮運営事業 独身寮の管理運営 

ライフプラン推進事業 ライフプランセミナー，ライフプラン相談会の開催 

  イ 教育委員会 

事   業   名 内              容 

義務的健康診断事業 

一般定期健康診断，雇入時健康診断，VDT 作業従事者健康診断，県立学校教職員特別

健康診断，長期海外派遣職員健康診断等 

生活習慣病予防対策事業 通院ドック，乳がん・子宮がん検診，胃検診 

肝炎予防対策事業等 各種ウイルス疾患等予防検診 

メンタルヘルス対策事業 

管理職のメンタルヘルス研修，管理職のメンタルヘルス相談，職場巡回相談，ストレス

チェック，職場改善研修会 

健康管理 職員健康管理システムによる面接指導等 

  ウ 警察本部 

事   業   名 内              容 

義務的健康診断事業 定期健康診断，特定業務従事者の健康診断 

生活習慣病予防対策事業 通院ドック 

肝炎予防対策事業 B 型肝炎検査，B 型肝炎予防ワクチン接種 

メンタルヘルス対策事業 

管理職員メンタルヘルスラインケア講習会，巡回メンタルヘルス教養，職場リハビリテ

ーション保険（傷害総合保険） 

独身寮運営事業 独身寮の管理運営 

 

（３）公務災害等の認定状況（平成30年度） 

区  分 知事部局等 教育委員会 警察本部 計 

公務災害 ５５件 ９４件 １２２件 ２７１件 

通勤災害  ９件 １０件     ７件 ２６件 

計 ６４件 １０４件 １２９件 ２９７件 
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【広島県人事委員会の業務の状況】 

１ 職員の競争試験及び選考の状況 

（１）職員採用試験・採用選考実施状況（平成 30 年度） 

区     分 受 験 者 数 (Ａ) 合 格 者 数 (Ｂ) 
競争倍率 

(A)/(B) 

競 

争 

試 

験 

 

大学卒業程度試験          

         人 

      724 

         人 

          192 

         倍 

          3.8 

社会人経験者試験           429            39          11.0 

短大卒業程度試験            27             1          27.0 

高校卒業程度試験                    163            38           4.3 

警察少年育成官試験 31 2 15.5 

任 期 付 職 員 試 験 116 62 1.9 

警察官(男性)試験                  1,239           169           7.3 

警察官(女性)試験                    333            42           7.9 

小    計         3,062           545           5.6 

選
考
試
験 

身体に障害のある人 
を対象とした試験          

           12             4           3.0 

そ   の   他                     16             8           2.0 

小    計            28            12           2.3 

その他採用選考           105           105  

合      計         3,195           662  

（注）任命権者に委任している職種を除く。 

 

（２）職員昇任選考実施状況（平成 30 年度） 

                                   （単位：人） 

職    別 知 事 教育委員会     警察本部 そ の 他     計 

局 長 相 当 職 4   2 6 

部 長 相 当 職 18 2 2 2 24 

課 長 相 当 職 54 3 3 10 70 

担当監・参事相当職 154 27 12 16 209 

主 査 相 当 職 70 10 23 43 146 

合    計 300 42 40 73 455 

（注）警察本部については警察官を除く。 
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２ 職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

                         [勧告日 平成 30 年 10 月２日］ 

（１）職員給与と民間給与との比較 

ア 職員の平均給与月額等（各年４月１日現在） 

平 成 29  年 平 成 30 年 

職員数 平均年齢 平均給与月額 職員数 平均年齢 平均給与月額 

23,710 人 42.1 歳 393,261 円 23,533 人 41.9 歳 392,730 円 

（注）１ 職員数は，市町村立学校職員給与負担法第 1 条及び第２条に規定する職員を含み，再任

用職員を除く。 

２ 平均給与月額は，各年４月分の給料並びに給料の調整額・教職調整額，扶養手当及び地

域手当等の月額の合計額である。 

 

イ 職員給与と民間給与との較差（平成 30 年４月分 月例給） 

職員給与（Ａ） 民間給与（Ｂ） 較差（Ｂ－Ａ） 

391,339 円 391,980 円 641 円（0.16％） 

（注） 職員給与は，アの職員のうち，行政職給料表の適用を受ける職員の平均給与月額（新規採用

職員を除く。） 

 

（２）給与報告及び勧告 

ア 平成 30 年４月の職員給与と民間給与との較差等に基づく給与改定 

  （ア）給料表 

     本年の職員給与と民間給与の較差 641 円（0.16％）を解消するため，若年層を

中心に全ての号給を引き上げるとともに，本県の給料表の構造を踏まえて改定 

  （イ）期末手当及び勤勉手当 

     民間の支給割合に見合うよう年間支給月数を0.05月分引き上げ(4.40月→4.45

月)，国の改定状況や民間の配分状況を踏まえ，引上げ分は勤勉手当に配分すると

ともに，期末手当の支給割合について６月分及び 12 月分が均等になるよう配分 

  （ウ）初任給調整手当 

医師に対する初任給調整手当について，国家公務員の取扱いに準じて改定 

  （エ）宿日直手当 

     宿日直手当について，国家公務員の取扱いに準じて改定 

  （オ）実施時期 

     平成 30 年４月１日（期末手当については平成 31 年４月１日） 

 

  イ 給与制度をめぐる諸課題 

  （ア）高齢層職員の昇給制度の見直し 

     国が平成 26 年から実施している，55 歳を超える職員の昇給抑制措置について

は，多くの都道府県で国に準じた導入が進められていることなどを踏まえ，引き

続き検討することが必要 

  （イ）通勤手当 

     通勤手当制度について，職員の通勤実態や通勤に要する費用負担の状況，他の

都道府県の動向等を踏まえ，全額支給限度額を引き上げるとともに，自動車性能
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の向上等の状況を考慮し，自動車等の使用距離区分ごとの額を引き下げることが

必要 

     また，一定数の職員が，駐車場等の費用を自己負担していることなどを踏まえ，

駐車場等料金についても，一定の要件の下，通勤手当を支給することについて検

討が必要 

 

（３）人事行政における当面の諸課題に関する報告 

ア 人材の確保・育成等 

（ア）多様で有為な人材の確保 

多様で有為な人材を確保するため，今後も試験制度の研究・改善や対象者層に

応じたきめ細かな広報活動などに取り組むことが必要 

（イ）能力・実績に基づく人事管理の推進 

人事評価制度を人事管理の基礎として活用していくため，適宜，制度の運用状

況を適切に検証しながら，客観的で透明性の高い人事管理を進めていくことが重

要 

（ウ）人材育成 

各人の多様性に配慮しながら，個々の職員に応じて採用から退職・再任用まで，

計画的な人材育成を図ることが重要 

また，出産や育児や介護等のために一時的に職務から離れた職員に対する支援

など，ライフイベントに配慮した人材育成を引き続き進めていくことが必要 

（エ）女性の活躍の推進 

特定事業主行動計画に基づく取組により，各役職段階における女性職員の割合

については一定の進展が見られるところであるが，管理的地位にある職員に占め

る女性職員の割合の向上については，依然として十分とは言えない状況もあるこ

とから，計画に掲げる目標の達成に向けて，取組の一層の推進が必要 

（オ）新しい臨時・非常勤職員制度への対応 

平成32年４月の新制度導入に向け，地方公務員法等の改正の趣旨に沿った任用

や勤務条件となるよう，適切な制度設計を確実に進めていくことが必要 

 

イ 働き方改革と勤務環境の整備 

働き方改革を推進することにより，全ての職員が従来型の働き方に関する価値観

などを改め，ワーク・ライフ・バランスの実現を図ることが必要 

なお，民間企業の働き方改革に関しては，働き方改革を推進するための関係法律

の整備に関する法律が成立したところであり，このような動向も踏まえながら，本

県の取組を進めていくことが必要 

（ア）時間外勤務の縮減等 

管理監督者においては，厚生労働省によるガイドラインを踏まえて勤務時間の

適正な管理を行い，職場の実態に即した業務改善等を積極的に進める必要がある

とともに，各任命権者においては，長時間勤務の是正に向け，要因を踏まえた的

確で実効性のある取組を推進していくことが必要 

また，労働基準法の改正により時間外労働の上限等が定められた趣旨や国及び

他の都道府県の動向を踏まえ，時間外勤務の上限の設定について検討することが

必要 
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特に教員の長時間労働については，教員の勤務実態や時間外労働に関する労働

基準法改正の趣旨も踏まえた上で，多忙化解消に向け，より具体的で実効性のあ

る勤務環境の改善策を組織全体で講じ，引き続き，学校における働き方改革を進

めることが必要 

さらに，各任命権者においては，民間労働法制における年次有給休暇の時季指

定に係る措置も踏まえた上で，職員の意識向上や取得しやすい環境整備等に引き

続き積極的に取り組むことが必要 

（イ）両立支援の取組の推進 

育児に関しては，各任命権者とも様々な取組を進めてきたところであるが，特

定事業主行動計画の一部の項目については目標を達成できていない状況もあるこ

とから，更に取組を強化していくことが必要 

 

ウ 職員の健康管理等 

（ア）職員の健康管理 

職員のメンタルヘルス対策については，再発防止のためにも，予防や早期発見・

早期対応の観点に立った対策がなお一層必要 

また，ストレスチェック制度については，制度趣旨を職員に改めて周知すると

ともに，集団分析結果の有効活用を図っていくことが必要  

（イ）ハラスメントの防止 

各任命権者においては，引き続き，ハラスメントのない職場環境づくりに努め，

予防・解決に向けて取り組んでいくことが必要 

（ウ）長距離・長時間通勤の解消 

各任命権者においては，より一層，職員が健康で意欲的に職務に取り組むこと

ができるよう，長距離・長時間通勤の実態を把握・分析し，その解消を十分意識

した人事異動その他の計画的な方策により，長距離・長時間通勤の解消に向けて

取り組むことが必要 

 

エ 高齢層職員の能力及び経験の活用 

  （ア）再任用制度 

年金支給開始年齢の引上げなどに伴い再任用職員が更に増加することが想定さ

れる中，各任命権者においては，新規採用への影響も考慮しつつ，意欲と能力の

ある再任用職員を適切に配置し，その能力や経験を最大限活用していくことが必

要 

  （イ）定年の引上げ 

人事院の申出を踏まえ，今後，政府において具体的な検討が進められることか

ら，その動向を注視しつつ，本県においても，制度の円滑な導入に向けて，所要

の準備を進めていくことが必要 

 

オ 不祥事防止に向けた取組の徹底 

行政運営に関して課題が山積する厳しい状況の中で，多くの職員は，県職員とし

ての使命を果たすべく，真摯に日々の職務に精励しているところであるが，依然と

して教職員によるわいせつ・セクハラ事案は後を絶たず，公文書の不適切な事務処

理の事案も発生しており，このような状況は，極めて遺憾 
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各任命権者は，事案毎に原因分析を行い，その結果に基づき，不祥事防止に向け

た取組を続けていくことが重要 

また，職員においては，法令遵守はもとより，高い倫理観のもと，県民の信頼と

負託に応えていくことが必要 
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３ 職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況（平成 30 年度） 

（１）件数 

平成 30 年度当初 新規要求 取下げ 処理 平成 30 年度末 

1 件 0 件 0 件 0 件 1 件 

 

（２）処理状況（平成 31 年３月末現在） 

  事  案 請求人 任命権者 請求内容 状況 

継 

続 

事 

案 

通勤手当等に関す

る措置要求 

 

知事部局職員 広島県知事 有料道路利用要件

の見直し等 

係属中 

 

 

４ 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況（平成 30 年度） 

（１）件数 

平成 30 年度当初 新規申立て 取下げ 裁決・決定 平成 30年度末 

1 件 2 件 0 件 2 件 1 件 

 

（２）処理状況（平成 31 年３月末現在） 

 事  案 請求人 処分者 請求内容 状 況 

継 

続 

事 

案 

戒告処分取消請求 県立学校教員 広島県教育

委員会 

信用失墜行為及び

職務命令義務違反

による戒告処分の

取消し 

係属中 

 

 

 


